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法人版事業承継税制の特例措置は，平成30年 1 月から令和 9 年12
月末までの10年間の時限措置である。原則，事前に提出が義務付
けられている特例承継計画の提出件数が，コロナの影響等で，伸
び悩んでいることなどから，その提出期限が令和 8 年 3 月末まで
2 年延長された。
令和 6 年度税制改正大綱では，「この特例措置は、日本経済の基
盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待った
なしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈
与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時
限措置としていることを踏まえ、令和 9 年12月末までの適用期限
については今後とも延長を行わない。」とされ，あわせて，「事業
承継を検討している中小企業経営者…の方々には、適用期限が到
来することを見据え、早期に事業承継に取り組むこと及び政府・
関係団体には、目的達成のため一層の支援体制の構築を図ること
を強く期待する。」とされ，税理士会等に一層の取組みが求めら
れているといえる。
そこで，法人版事業承継税制の一層の理解を深め，取組みに当たっ
ての注意点，活用例などを検討いただき，法人版事業承継税制の
適正な利用が進むように期するものである。
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た経緯や，現在までの活用状況を振り返ると
ともに，事業承継への期待を示したい。

Ⅱ 事業承継税制の沿革

（1）事業承継税制（法人版一般措置）の創設
　事業承継税制は，平成20年制定の「中小企
業における経営の承継の円滑化に関する法
律」（以下，「経営承継円滑化法」という。）
を基礎としている。

Ⅰ はじめに

　令和 6 年度税制改正において，コロナの影
響が長期化したことを踏まえ，事業承継税制

（法人版特例措置及び個人版）の適用の前提
となる計画（以下，法人版特例措置の計画は

「特例承継計画」，個人版の計画は「個人事業
承継計画」という。）の提出期限が 2 年延長
された。本稿では，事業承継税制が措置され

特集 1事業承継税制の
現状と狙い
中小企業庁事業環境部財務課

図 1　平成20年法律案国会提出時の概要
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案

※平成 20年 10月 1日施行予定（民法の特例に関する規定は公布から 1年以内に施行）

事業承継税制の抜本拡充や民法上の遺留分制度による制約への対応を始めとする事業承継円滑化のための総合的支援策の基礎となる
「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」（以下「中小企業経営承継円滑化法案」）を本通常国会に提出。

2．民法の特例
◇一定の要件を満たす後継者が，遺留分権利者全員との合意及び所要の手続
　（経済産業大臣の確認，家庭裁判所の許可）を経ることを前提に，以下の民法
　の特例の適用を受けることができる。
　①生前贈与株式を遺留分の対象から除外
　　➡贈与株式が遺留分滅殺請求の対象外となるため，相続に伴う様式分散を未然に防止
　②生前贈与株式の評価額を予め固定
　　➡後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分滅殺請求の対象外となるため，経営意欲が阻害されない
◇手続については，後継者が単独で申立てができることがポイント。
　（従来の遺留分放棄は当事者全員が個別に申立てを行うことが必要）

1．相続税の課税についての措置
◇政府が，平成20年度中に，相続税の課税について
　必要な措置を講ずる旨を規定。

非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

※経済産業大臣の認定を受けた非上場中小企業の株式等に係る課税価格の80％に対応する相続税を
　納税猶予。（雇用確保を始めとする 5年間の事業継続が要件）

平成21年の通常国会に税法の一部改正案を提出し，本法の施行日（平成20年10月 1日予定）
より遡及適用を予定。

3．金融支援
◇経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援する
ため，経済産業大臣の認定を受けた中小企業者及びその
代表者に対して，以下の特例を設ける。
①中小企業信用保険法の特例（対象：中小企業者）
②株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公
庫法の特例（対象：中小企業者の代表者）

親族外承継や個人事業主の事業承継を含め，以下のような
幅広い資金ニーズに対応
・株式，事業用資産の取得資金
・信用力の低下時の運転資金
・相続税負担

事業承継の円滑化

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続
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2017年度の10年間で約2,500件に留まってい
た。
　こうした中で，「中小企業経営者の年齢分
布のピークが60歳台半ばとなり、高齢化が急
速に進展する中で、日本経済の基盤である中
小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上
は、待ったなしの課題」（平成30年度与党税
制改正大綱）として，平成30年度税制改正に
おいて，10年間の特例措置として，各種要件
の緩和を含む抜本的な拡充がなされ，現在の
法人版特例措置が創設された。
　法人版特例措置は，①対象株式数の上限を
撤廃し，全株式が適用可能，②納税猶予割合
を100％に拡大し，承継時の税負担をゼロ，
③親族外を含む複数株主から，代表者である
後継者（最大 3 人）への承継も対象に追加す
る等の入り口要件の緩和を実施。加えて，適
用後のリスク軽減として，①売却額や廃業時
の評価額を基に納税額を計算し，経営環境の
変化による将来の不安を軽減，②雇用要件を
未達成の場合でも，その理由を都道府県に報
告した上で，一定の場合には，猶予継続を可
能にすることにしている。

　この経営承継円滑化法は，中小企業の事業
承継の円滑化は，事業の継続・発展を通じて
地域経済の活力を維持し，我が国経済の基盤
である中小企業の雇用を確保するなどの観点
から極めて重要な課題であるところ，①事業
承継税制の基本的枠組み，②遺留分に関する
民法の特例，③事業承継時の金融支援措置等
を盛り込んだ事業承継円滑化に向けた総合的
支援策の基礎となる法律であり，平成20年 2
月に国会に提出し，同年 5 月に成立した。そ
の後，平成21年度税制改正において，事業承
継税制（法人版一般措置）が創設された。

（2）事業承継税制の抜本拡充（平成30年度
税制改正　法人版特例措置の創設）

　前述のとおり，平成21年度税制改正におい
て，法人版一般措置が創設され，その後，数
回の要件見直しを行ったものの，①納税猶予
割合が80％に留まること，②事業承継後 5 年
間の雇用平均が 8 割未達の場合は猶予された
税額を全額納付しなければならないこと，③
株価が下落した場合でも承継時の株価を基に
贈与税・相続税を納税しなければならないこ
と等から，活用を躊躇するケースがあり，法
人版一般措置の計画認定件数は，2008年度～

図 2　平成30年度税制改正における法人版事業承継税制の抜本拡充の概要
◆税制適用の入り口要件を緩和　～事業承継に係る負担を最小化～

◆税制適用後のリスクを軽減　～将来不安を軽減し税制を利用しやすく～

※以上のほか，相続時精算課税制度の適用範囲の拡大及び所要の措置を講じた。

改正前
◯税制の適用後， 5 年間で平均 8割以上の雇用を維持でき
なければ猶予打切り。人手不足の中，雇用要件は中小企
業にとって大きな負担。

◯後継者が自主廃業や売却を行う際，経営環境の変化によ
り株価が下落した場合でも，承継時の株価を基に贈与税・
相続税が課されるため，過大な税負担が生じうる。

改正前
◯納税猶予の対象になる株式数には 2/3 の上限があり，相
続税の猶予割合は80％。後継者は事業承継時に多額の贈
与税・相続税を納税することがある。

◯税制の対象となるのは，一人の先代経営者から一人の後
継者へ贈与・相続される場合のみ。

改正後
◯対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また，
納税猶予割合も100％に拡大することで，承継時の税負担
ゼロに。

◯親族外を含む複数の株主から，代表者である後継者（最
大 3人）への承継も対象に。中小企業経営の実状に合わ
せた，多様な事業承継を支援。

改正後
◯ 5年間で平均 8割以上の雇用要件を未達成の場合でも，
猶予を継続可能に（経営悪化等が理由の場合，認定支援
機関の指導助言が必要）。

◯売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し，承継時
の株価を基に計算された納税額との差額を減免。経営環
境の変化による将来の不安を軽減。
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（3）個人版事業承継税制の創設
　加えて，平成31年度税制改正において，「個
人事業者についても、高齢化が急速に進展す
る中で、円滑な世代交代を通じた事業の持続
的な発展の確保が喫緊の課題となっているこ
とを踏まえ、個人事業者の事業承継を促進す
るための相続税・贈与税の新たな納税猶予制
度を創設する」（平成31年度与党税制改正大
綱）こととされ，10年間限定で，個人版事業

承継税制が創設された。個人版事業承継税制
は，土地・建物（土地は400㎡，建物は800㎡
まで）や機械・器具備品，乳牛等の事業用資
産が対象となっていることから，パン・菓子
店，医院，酪農家等に活用されている。

図 3　現行の経営承継円滑化法の概要

2 ．遺留分に関する民法の特例
◇後継者が，遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経る
ことを前提に，遺留分に関する以下の特例を措置
①生前贈与株式等・事業用資産の価額を除外（除外合意）
生前贈与した株式等（※会社）・事業用資産（※個人事業）の価
額が，遺留分を算定するための財産の価額から除外されるため，
相続後の遺留分侵害額請求を未然に防止
②生前贈与株式等の評価額を予め固定（固定合意）
後継者の貢献による株式等価値の上昇分が，遺留分を算定する
ための財産の価額に含まれないため，後継者の経営意欲を阻害
しない（※個人事業は利用不可）

3 ．金融支援
◇事業承継の際に必要となる資金について，都道府県知事の認定を
受けることを前提に，融資と信用保証の特例を措置

①株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例（融資）
　　対象：中小企業者の対象者（※），事業を営んでいない個人
②中小企業信用保険法の特例（信用保証）
　　対象：中小企業者及びその代表者（※），営業を営んでいない個人
    ※中小企業者［会社］の代表者

事業承継に伴う幅広い資金ニーズに対応
（M&Aにより他社の株式や事業用資産を買い取るための資金等も含む）

1 ．事業承継税制
◇事業承継に伴う税負担を軽減する特例を措置
①非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等の贈与又は相
続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除
②個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
都道府県知事の認定を受けた個人事業主の事業用資産の贈与又は相
続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除

4 ．所在不明株主に関する会社法の特例
◇都道府県知事の認定を受けること及び所要の手続を経ることを前
提に，所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する
特例を新設【令和 3年 8月施行】
●会社法上，株式会社は，株主に対して行う通知等が「 5年」以上継続
して到達しない等の場合，当該株主（所在不明株主）の有する株式の
買取り等の手続が可能
●本特例によりこの「 5年」を「 1年」に短縮

事業承継の円滑化

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続

図 4　事業承継税制の概要
・法人版事業承継税制は，一定の要件のもと，非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予する制度。
・�10年間限定（2027年末まで）の時限的な措置として，猶予対象株式数の上限を撤廃するとともに，猶予割合が贈与税・相続税ともに
100％となっている。

・個人版事業承継税制は，10年間限定（2028年末まで）で，多様な事業用資産の承継に係る贈与税・相続税を100％納税猶予する措置。

法人版事業承継税制 個人版事業承継税制

一般措置 特例措置（時限措置） 特例措置（時限措置）

猶予対象
株式数 総株式数の最大 2/3 まで 上限なし

対象資産

事業を行うために必要な多様な事業用資産
・土地・建物
　（土地は400㎡，建物は800㎡まで）
・機械・器具備品
　（例：工業機械，パワーショベル，診療機器等）
・車両・運搬具
・生物（乳牛等，果樹等）
・無形償却資産（特許権等）　　　　等

適用期限 なし
10年以内の贈与・相続等
（2027年12月31日まで）

2026年 3月末までの計画申請が必要

猶予割合 贈与税　100％
相続税　80％ 贈与税・相続税ともに100％

承継方法 複数株主から 1名の
後継者に承継可能

複数株主から
最大 3名の後継者に承継可能 適用期限

10年以内の贈与・相続等
（2028年12月31日まで）

2026年 3月末までの計画申請が必要

雇用確保
要件

承継後 5年間平均 8割の
雇用維持が必要

未達成の場合でも
猶予継続可能に 猶予割合 贈与税・相続税ともに100％
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Ⅲ 法人版特例措置の状況

（1）活用件数の推移
　法人版の活用件数は，一般措置については，
平均250件/年程度であったが，2018年に特例
措置が創設されて以降は，2020年～ 2022年
はコロナ禍の影響で，提出件数が落ち込んだ
ものの，平均約3000件/年の計画提出がなさ
れており，2023年度は過去最高の5357件提出
があった。

（2）特例承継計画の提出期限の延長
　コロナ禍においては，急激な経営環境の変
化により，事業承継の検討に遅れが見られ，
特例承継計画の提出件数も落ち込んだ。具体
的な声として，「後継者が承継後のイメージ
をつかんだ上で、特例承継計画を策定すべき

と考えていたが、コロナの影響で取引先や金
融機関との交渉等の経営者として必要な経験
を積むことができず、計画提出を遅らせた。」

（現経営者）や「コロナの影響で業績が悪化し、
立て直しに注力する必要があり、この状態で
引き継ぐことは難しいと考えた。」（現経営
者），「コロナ禍で経営が大変なときに、事業
承継税制の計画提出期限が迫っているからと
はいえ、事業承継の話を持ち出すことはでき
なかった。」（税理士）等があった。
　このような状況を踏まえ，令和 6 年度与党
税制改正大綱において，「コロナの影響が長
期化したことを踏まえ、特例承継計画の提出
期限を令和 8 年 3 月末まで 2 年延長する。」
とされ，特例承継計画の提出期限が 2 年延長
された。なお，令和 6 年度与党税制改正大綱
では「極めて異例の時限措置としていること
を踏まえ、令和 9 年12月末までの適用期限に
ついては今後とも延長を行わない。」とされ

図 5　事業承継税制（法人版）の活用件数の推移
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ており，適用期限自体は延長されないことが
明記されている。よって，法人版特例措置を
活用するためには，2026年 3 月末までの計画
提出及び2027年12月末までの株式の承継の実
施がラストチャンスであると捉えていただき
たい。

（3）活用事例
　事業承継税制は，多くの地域で活躍する事
業者や成長志向の事業者に活用されている。
その理由の 1 つに，株価の固定効果が挙げら
れる。これは，承継（株式贈与）時に，猶予
税額の計算基礎となる評価額が固定され，そ
の後の株式価値の上昇は評価額に反映されな
いことから，成長（企業価値の上昇）が実現
すれば税負担が緩和されるという効果であ
る。
　なお，中小企業庁のホームページにおいて，
具体的な活用事例を紹介しているので，こち
らも参照いただきたい。

中小企業庁ホームページ「法人版事業承継税
制（特例措置）活用事例」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/

zeisei/pamphlet/shoukei_zeisei_jirei.pdf

（4）税理士の皆様へお伝えしたい情報
　繰り返しになるが，事業承継税制の特例措
置は，期間限定の措置である。よってこの機
会に是非，多くの事業者に，事業承継税制の
活用も選択肢の 1 つとして，事業承継をご検
討いただきたい。そのために，中小企業庁で
は，マニュアルの作成や前述の活用事例の公
表とともに，宥恕規定の存在についても周知
しているのでご紹介したい。
　事業承継税制の活用にあたっては，事業承
継後（贈与・相続の認定後）には，都道府県
庁や税務署への定期的な報告が必要となる
が，何かしらの事情により期限内に報告する
ことができず，猶予が取消しとなることを懸
念し，活用を躊躇されるケースが存在する。
しかし，本報告制度には，宥恕規定が設けら
れており，一定の要件を満たした場合には，
期限後の報告であっても認定が取り消されな

図 6　事業承継税制を活用した株価固定効果のイメージ

固定効果

株価（企業価値）

1億円

10億円

① ③②

5億円

※

株式
贈与

株価は，贈与時の１億円で固定

承継後，成長
株価上昇し，5億円に

②先代に相続が発生①先代から後継者へ事業承継（株式贈与）

さらに成長

③企業の成長による猶予の終了等（注1，2）

固定効果

要件を満たせば猶予は継続。
株価が上昇していても，猶予
税額の計算基礎となる評価
額は贈与時の１億円で固定さ
れるため，税負担が減少。

M＆Aや第三者の資本参画（一部株式売却）
により，上昇後の株価で株式を売却すれば，
納税負担は大きく緩和。
成長（利益拡大）により増額された役員報
酬で納税資金を確保することも容易に。

注1　猶予を受けている企業が，承継後5年の間に株式公開した場合には取消事由に該当
する。なお，認定後であれば中小企業者に該当しなくなっても取消事由に該当しない。
注2　後継者から次の後継者に事業承継税制を適用して株式を贈与する場合は、当該贈与
時点の株価で猶予税額を再計算する。

※【株価が下がった場合】
事業継続期間後に，2期連続し
て赤字など事業の継続が困難な
事由が生じた場合で，解散等の
一定の事由に該当した場合には，
猶予税額の免除等を受けること
も可能。
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る最大のイベントといえる。通常の顧問業務
とは異なるサービスかもしれないが，中小企
業に一番近い専門家である税理士の皆様に
とって，経営者の「伴走支援」も極めて大事
な使命であり，是非事業者に積極的に助言い
ただき，事業承継の支えとなっていただきた
い。

Ⅳ おわりに～事業承継への期待～

　日本の経営者年齢のピークは，事業承継税
制（法人版特例措置）が創設された2017年当
時は65 ～ 69歳であったが，約 5 年後の2022

いこととなっており，必ずしも期限後提出と
いう事実のみを以て認定が取り消されるもの
ではない。もちろん期限内に報告いただくこ
とが原則ではあるが，やむを得ない事情があ
る場合に対する宥恕規定が存在していること
も踏まえ，過度な心配はせずに，事業承継税
制の活用をご検討いただきたい。なお，税務
署から事業者に対しては，継続届出書の提出
期限前に，期限を事前にお知らせする封書も
送付されている。
　また，事業承継税制は，制度の複雑さから，
活用を躊躇する税理士の声もあるが，活用経
験豊富な税理士からは，「外国株式の縮減計
算や、組織再編の論点を除けば、書類作成や
要件把握を含め、そこまで対応のハードルは
高くない。まずはシンプルな事業構造の顧問
先から提案している。」「 1 度対応すれば、 2
度目以降もその経験を活用することができ、
積極的な事業承継の提案が可能となる。」と
いった声も寄せられている。
　加えて「事業承継税制は、複雑な制度への
対応が必要となるにもかかわらず、報酬が顧
問料に内包されたり、低額に抑えられるケー
スがある。」との声もあるが，経験豊富な税
理士からは，「現経営者から後継者への一生
に一度のイベントであり、慎重な検討が必要
であることをお伝えして報酬の納得感を得て
いただくことを心掛けている。」「提案の際に
は、事業承継税制を単なるツールとして勧め
て作業を請け負うことにせず、組織再編を含
む資本政策の立案、株式算定、相続税の試算、
遺言準備、後継者育成とそれに伴うガバナン
ス体制の構築など、追加支援と併せて提案を
行っている。」等の工夫の声があった。
　事業承継は，事業者にとって一生に一度の
重要なイベントであり，税金の観点も非常に
重要である。よって，事業承継には，税理士
の専門的な知識やサポートが必要不可欠で，
まさに専門家による「伴走支援」を必要とす

図 7　�事業承継税制の報告制度に関する運用状況に
ついて（チラシ）

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zei-
sei/pamphlet/shoukei_zeisei_seidounyo.pdf
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年には，55 ～ 59歳がピークになる等の一定
程度の進展が見られた。しかしながら，70代
以上の経営者割合は依然として大きく，これ
から本格的に事業承継を検討する60代経営者
の割合も高い。よって，事業承継が必要とな
る企業は依然として相当程度存在していると
いえる。
　また，経営者年齢が若い企業ほど新たな取
組に果敢にチャレンジしやすい企業風土の傾
向にあるとのデータや，事業承継を実施した
企業の方が，売上高成長率が同業種の平均と
比べて高いとのデータもある。このように，
事業承継による世代交代は，企業にとって挑
戦・変革の契機になり得ると考えられ，円滑

な事業承継による企業の存続やその後の成長
の観点から，事業承継を早期に検討しておく
ことは重要である。
　法人版特例措置は，2026年 3 月末までに特
例承継計画を提出し，2027年12月末までに株
式の承継を実施することが必要であるが，こ
の機会に，法人版特例措置や他に措置してい
る様々な事業承継支援策の活用も選択肢と
し，事業承継の検討を進めていただきたい。
　中小企業庁としては，都道府県や関係省庁，
関係団体とも連携し，2027年12月末の適用期
限到来を踏まえ，事業承継の促進に向けて，
引き続き取り組んでいく。
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後述するが，贈与税の場合には，後継者は贈
与の日までに 3 年以上にわたり役員であるこ
とという要件がある。 3 年以上という期間を
鑑みると，まだ役員ではない後継者について
は，令和 6 年中に検討が必要になる。
　本稿では，事業承継税制の特例措置の手続
きの概要，適用要件を概観し，適用への対応
策について検討をする。

Ⅱ �事業承継税制の特例措置の 
手続きの概要及び特例承継計画

　事業承継税制の特例措置を適用するには，
特例承継計画を策定・確認の後，贈与の実行
又は相続の開始となる。その後，中小企業に
おける経営の承継の円滑化に関する法律（以
下，「経営承継円滑化法」という）に規定す
る認定申請書を都道府県庁に提出し，認定書
の写しとともに，贈与税又は相続税の申告書
の提出をする。申告後は，報告期間が 5 年間
続き， 5 年経過後も 3 年に 1 回届出書を提出
しなければならない（図表 1 ・ 2 ）。このよ
うに，本制度は，長期間にわたるものである。
　つまり，贈与税・相続税を全額納税猶予が
でき，税負担を軽減できるというメリットが
ある一方で，専門家にとっては，長期間にわ
たる手続きやその手続きの管理に労力を要す
るというデメリットもある。

Ⅰ はじめに

　平成21年に，非上場株式等についての贈与
税・相続税の納税猶予・免除制度（措法70の
7 ，70の 2 。以下，「事業承継税制」という）
が創設された。その後，高齢化が急速に進展
するという背景から，今後10年間で日本経済
の基盤となる中小企業の円滑な世代交代を集
中的に促進し，生産性向上に資する観点のも
と，平成30年度税制改正では，事業承継税制
が拡充された。拡充された事業承継税制を「事
業承継税制の特例措置」という。
　事業承継税制の特例措置は，特例承継計画
の提出・確認を前提としているものの，基本
的な仕組みは従来の事業承継税制の仕組みと
同様である。贈与税と相続税の事業承継税制
の特例措置を組み合わせることで，税負担を
減らしながら，円滑な事業承継が可能になる
制度である。
　そして，本制度は適用期限を見据え，早期
に適用の検討が必要であると考えられる。
　理由として，上記の特例措置は，令和 9 年
12月31日までの贈与・相続等が対象であるも
のの，事業承継税制の特例措置の適用を受け
るための特例承継計画の提出期限は，令和 8
年 3 月31日であることが挙げられる。また，

特集 2特例措置の概要（ 1）
─本制度の検討から実行まで
伊藤千鶴◉税理士
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おり，特例代表者のどちらも株式を贈与する
ケースでは，特例承継計画の要件には，提出
枚数が限定されていない（円滑化規則17）こ
とから，特例代表者及び特例後継者ごとに提
出するものと考えられる。
　そして，当該計画には認定経営革新等支援
機関による指導・助言が必要であることから，
実務上では，顧問税理士などの専門家が顧問
先と一緒に，事業承継の時期や経営上の課題，
事業承継の計画の実現性などを考えることが
多いと思われる。作成には，中小企業庁の記
載例が参考になる（ 1 ）。

　したがって，実行には，手続きの期限管理
方法，税理士が委任を受ける業務の範囲，契
約期間などを顧問先と相談をし，契約書など
で明らかにしておく方がよいと考える。
　最初に提出をする特例承継計画とは，代表
者及び後継者の氏名，株式等を承継するまで
の期間における事業計画，株式等を承継した
後の経営計画などを記載したものである。こ
の計画は，個人ではなく，特例措置の対象会
社である中小企業者が作成をするものである
ことから，特例措置を使い，最大 3 人の後継
者に株式等を承継する場合であっても，後継
者ごとに提出をする必要はない。
　また，例えば，特例代表者である長男と次
男が，それぞれの子を特例後継者として株式
を贈与する場合のように，特例代表者が複数

提出先

税務署へ
申告





















 提出先は「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁」です。
 2018年１月１日以降の贈与について適用することができます。

認定申請

贈与

特例承継計画
の策定

確認申請

6年目以降

5年経過後
実実績績報報告告

申告期限後
5年間

会社が作成し，認定経営革新等支援機関
（商工会，商工会議所，金融機関，税理士
等）が所見を記載。

2026年 3月31日まで提出可能です。
※株式等の贈与後に特例承継計画を作成するこ
とも可能です。その場合は，都道府県知事への
認定申請時までに作成してください。

贈与年の10月15日～翌年 1月15日まで
に申請。
特例承継計画を添付。

認定書の写しとともに，贈与税の申告書
等を提出。
相続時精算課税制度の適用を受ける場合
には，その旨を明記

都道府県庁へ「年次報告書」を提出（年
1回）。
税務署へ「継続届出書」を提出（年 1回）。

雇用が5年平均8割を下回った場合には，
満たせなかった理由を記載し，認定経営革
新等支援機関が確認。その理由が，経営
状況の悪化である場合等には認定経営革
新等支援機関から指導・助言を受ける。

税務署へ「継続届出書」を提出（ 3年
に 1回）。

提出先

税務署へ
申告













 提出先は「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁」です。
 2018年１月１日以降の相続について適用することができます。

6年目以降

5年経過後
実実績績報報告告

申告期限後
5年間

会社が作成し，認定経営革新等支援機関
（商工会，商工会議所，金融機関，税理士
等）が所見を記載。

2026年 3月31日まで提出可能です。
※株式等の相続後に特例承継計画を作成するこ
とも可能です。その場合は，都道府県知事への
認定申請時までに作成してください。

相続の開始の日の翌日から8か月以内
に申請（相続の開始の日の翌日から5か
月を経過する日以後の期間に限ります。）
特例承継計画を添付。

認定書の写しとともに，相続税の申告書
等を提出。

都道府県庁へ「年次報告書」を提出（年
1回）。
税務署へ「継続届出書」を提出（年 1回）。

雇用が5年平均8割を下回った場合には，
満たせなかった理由を記載し，認定経営革
新等支援機関が確認。その理由が，経営
状況の悪化である場合等には認定経営革
新等支援機関から指導・助言を受ける。

税務署へ「継続届出書」を提出（ 3年
に 1回）。

認定申請

相続又は遺贈

特例承継計画
の策定

確認申請







【図表 1】【贈与税の納税猶予についての手続き】 【図表 2】【相続税の納税猶予についての手続き】

（出典）中小企業庁資料

（ 1 ）法人版事業承継税制（特例措置）の前提となる認定に関する申請手続関係書類．中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.html（参照　2024年 5 月 3
日）
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Ⅲ �事業承継税制の特例措置の
要件

（1）非上場株式等についての贈与税の納税猶
予及び免除

　事業承継税制の特例措置について，主な要
件を確認していく。
①対象会社，贈与者，後継者の要件
　事業承継税制の特例措置の適用を受けるに
は，特例の対象会社，贈与者，後継者のそれ
ぞれに要件がある。
　そして，事業承継税制の特例措置の適用を
受けるためには，経営承継円滑化法の認定を
受けることが必要であるが，認定を受け，一
定の要件を満たす会社を特例認定贈与承継会
社という（措法70の 7 の 5 ②一）。あくまでも，
認定の対象は，個人ではなく，会社である中
小企業者である。
　一定の要件には，常時使用する従業員が 1
人以上であること，資産保有型会社に該当し
ないこと，資産運用型会社に該当しないこと，
非上場株式等であること等がある（措法70の
7の 5 ②）。対象会社になるか検討をする際に
は，形式的に資産保有型会社又は資産運用型
会社に該当をしていても，事業実態要件を満た
していることがあるため，事業実態要件を確認
した方がよいと思われる（措法70の 7の 5 ②
一ロ，措令40の 8の 5 ⑤，措規23の12の 2 ④）。
　特例認定贈与承継会社の株式等を贈与する
個人を特例贈与者という（措法70の 7 の 5 ①，
措令40の 8 の 5 ①）。特例贈与者の主な要件
として，特例承継計画に記載された特例代表
者であること，特例贈与者が代表権を有して
いた場合には，その会社の代表者であった期
間内のいずれかの時及びその贈与の直前にお
いて，その個人とその同族関係者等で総議決
権数の過半数を保有しており，かつ，これら
の者の中で最も多くの議決権を有しているこ

と，贈与時に代表者を退任していることがあ
る。この場合の代表権は，制限のない代表権
である。定款に代表権の制限がないかどうか
の確認が必要になる。
　特例贈与者から特例認定贈与承継会社の株
式等を取得した個人を特例経営承継受贈者と
いう（措法70の 7 の 5 ②六）。特例経営承継
受贈者の要件として，特例承継計画に記載さ
れた後継者であること，単独で法律行為を行
えるように18歳以上であること，贈与の時に
おいて代表権（制限のない代表権）を有して
いること，贈与の時において，特例経営承継
受贈者とその同族関係者で総株主等議決権数
の過半数を保有しており，かつ，これらの者
の中で筆頭株主であること等がある。
　ところで，これらの要件に「 3 年以上にわ
たり役員に就任していること」があることに留
意する。これは，早期の事業承継というだけ
ではなく，計画的な事業承継を支援する観点
から設けられている要件である。「役員」は，
株式会社の場合には取締役，会計参与及び監
査役を意味しており（会社法329①），取締役
に限られていないが，「 3 年以上にわたり」と
あることから，特例措置の期限である令和 9
年12月31日から逆算をすると，令和 6 年12月31
日までには，役員に就任をしている必要がある。
　この点につき，内閣官房の「新しい資本主
義のグランドデザイン及び実行計画2024年改
訂版」では，「特例措置を利用する場合、本
年12月末（実際の税制上の承継期限である
2027年12月末の 3 年前）までに後継者が役員
に就任している必要がある。来年以降に事業
承継の検討を本格化させる事業者にとって、
本年12月までに後継者を役員に就任させるこ
とは困難であり、事業承継税制を最大限活用
する観点から、役員就任要件の在り方を検討
する」（ 2 ）と示されている。令和 7 年度税制改
正で改正される可能性はあるが，実務では，早
急に事業承継税制の適用の有無を検討すべき
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であろう。
②納税猶予分の贈与税額の計算
　本特例を適用することにより，どのくらい
税負担が軽減されるのかは検討材料の一つに
なるので，計算方法を確認していく。
　事業承継税制の特例措置を適用した場合の
納税猶予分の贈与税額は，特例対象受贈非上
場株式等の価額を特例経営承継受贈者に係る
その年分の贈与税の課税価格とみなして計算
した額をいう（措法70の 7 の 5 ②八）。暦年
課税，相続時精算課税制度を適用した場合の
計算式は，それぞれ次のとおりである。
イ　暦年課税
　例えば，特例対象受贈非上場株式等（3,000
万円）と現金1,000万円の贈与を受けた場合
には，次のような計算となる（特例経営承継
受贈者は18歳以上で，特例贈与者の直系卑属
とする）。

㋑贈与を受けたすべての財産の価額の合計
額に係る贈与税額

（4,000万円－110万円）×50％－415万円
� ＝1,530万円

㋺本特例の適用を受ける非上場株式等のみ
に係る贈与税額

（3,000万円－110万円）×45％－265万円
� ＝1,035.5万円

㋩納付税額
　1,530万円－1,035.5万円＝494.5万円
　1,035.5万円は，猶予される。

ロ�　相続時精算課税（令和 6 年 1 月 1 日以後
の贈与について適用）

　上記の具体例では，次のような計算となる。
㋑贈与を受けたすべての財産の価額の合計

額に係る贈与税額
（4,000万円－110万円－2,500万円）×20％

� ＝278万円

㋺本特例の適用を受ける非上場株式等のみ
に係る贈与税額

（3,000万円－110万円－2,500万円）×20％
� ＝78万円

㋩納付税額
　278万円－78万円＝200万円
　78万円は，猶予される。

③�贈与税の期限内申告書の提出及び担保の提
供

　贈与の実行後は，認定書の写しなどととも
に，贈与税の申告書を受贈者の住所地の所轄
の税務署長に申告期限までに提出をする（措
法70の 7 の 5 ⑤，措規23の12の 2 ⑯）。
　また，納税猶予分の贈与税額及び利子税の
額に見合う担保の提供も必要であることに留
意する（措法70の 7 の 5 ①）。担保提供でき
る財産は，不動産，国債・地方債，税務署長
が確実と認める有価証券及び保証人の保証等

（通則法50に掲げる財産），特例の対象となる
特例対象受贈非上場株式等である（措令40の
8 の 5 ③）。何を担保提供するのかは顧問先
との相談が必要となるが，「みなす充足」規
定があることから，実務では，特例対象受贈
非上場株式等を担保にすることが多いものと
考えられる。
　「みなす充足」規定とは，特例対象受贈非
上場株式等のすべてを担保として提供した場
合には，猶予税額に満たないときであっても，
猶予税額相当額の担保の提供があったものと
みなされるものである（措法70の 7 の 5 ④）。
みなす充足の適用が継続している場合におい
ては，特例対象受贈非上場株式等の価額が下
落しても，税務署長から増加担保の提供（通
則法51①）を命ぜられることはない（措法70
の 7 の 5 ⑩）。ただし，みなす充足規定の適
用を受けた後，特例対象受贈非上場株式等に

（ 2 ）第28回新しい資本主義実現会議．内閣官房．2024年 6 月21日
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/ap2024.pdf（参照　2024年 6 月28日）
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ついて，全部又は一部の変更があった場合等
には，適用を受けられなくなる（措法70の 7
の 5 ④，措令40の 8 の 5 ⑲）。
　特例対象受贈非上場株式等の全部を担保提
供する場合の手続きは，株券発行会社，株券
不発行会社により異なる（措令40の 8 の 5 ③）。
　特例認定贈与承継会社が株券発行会社の場
合には，国税通則法施行令第16条第 1 項を原
則とし，特例対象受贈非上場株式等を法務局

（供託書）に供託し，供託書の正本を税務署
長に提出をする（措令40の 8 の 5 ③）。
　特例認定贈与承継会社が株券不発行会社の
場合には，所轄税務署長に，特例対象受贈非
上場株式等への質権の設定を承諾する旨の書
類等を提出する（措規23の12の 2 ①）。
　なお，「みなす充足」の取扱いは，本制度
の適用の要件である「納税猶予分の贈与税額
に相当する担保提供」が行われているかどう
かの判断において，必要担保額に見合う担保
提供があったものとみなされるものである。
このため，納税猶予が取り消され猶予期限が
確定したものの，猶予期限までに納付が行わ
れず，担保権を実行して未納の国税が徴収さ
れる場合には，一般の国税の担保の取扱い（通
則法52）と同じように取り扱われる（ 3 ）。

（2）非上場株式等についての相続税の納税猶
予及び免除

①対象会社，先代，後継者の要件
　相続税についても，事業承継税制の特例措
置の適用を受けるためには，特例の対象会社，
被相続人，後継者のそれぞれに要件があるが，
一部を除き，非上場株式等についての贈与税
の納税猶予及び免除の適用要件とほぼ同様で

ある（措法70の 7 の 6 ）。
　主な異なる点は，後継者である特例経営承
継相続人等の要件について，相続開始の直前
において役員に就任していることが求められ
ているものの，被相続人（先代経営者又は先
代経営者以外の被相続人）が70歳未満で死亡
した場合又は特例経営承継相続人等が相続開
始前に確認を受けた特例承継計画に記載され
ている場合には，役員の就任の要件から除か
れる点が挙げられる（措法70の 7 の 6 ②七ヘ，
措規23の12の 3 ⑪）。これは，先代経営者が
まだ事業承継を検討するような年齢に達する
前に不慮の事故等に事業承継を余儀なくされ
る場合にも本制度の適用を受けられるように
配慮されたものである。また，特例承継計画
に記載されていれば，対象会社の後継者とし
て位置付けるという意思決定がされたと考慮
できる点から，年齢にかかわらず，役員に就
任をしていなくても特例の適用を受けられる
こととされている（ 4 ）。
②納税猶予分の相続税額の計算
　贈与税の納税猶予と同様に，相続税の納税
猶予額の計算方法についても確認していく。
事業承継税制の特例措置を適用した場合の納
税猶予分の相続税額は，次の手順で行う（措
法70の 7 の 6 ②八，措令40の 8 の 6 ⑯～㉒）。

イ　事業承継税制の特例措置の適用がない
ものとして相続税額を計算する。

ロ　特例経営承継相続人等は特例の対象と
なる株式等のみを相続したものとして，
特例経営承継相続人等の相続税額を計算
する。この計算において，特例経営承継
相続人等が負担する債務がある場合に
は，特例の対象となる株式等以外の財産

（ 3 ）非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予（担保の提供に関するQ&A問12）．国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/qa_6/q12.htm（参照　2024年 5 月 5 日）

（ 4 ）令和 3 年度税制改正の解説．財務省�https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11719722/www.mof.go.jp/
tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/explanation/p758-778.pdf（参照　2024年 5 月 4 日）
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から先に控除をする。控除をしてもしき
れない債務がある場合には，特例の対象
となる株式等から控除し，相続税額の計
算を行う（措令40の 8 の 6 ⑯⑰）。

ハ　ロで計算をした金額が猶予税額とな
り，イからロを控除した額が特例経営承
継相続人等の納付税額となる（100円未
満切り捨て）。

　例えば，相続人は子A，子B（後継者）で
あり，遺産総額が 4 億5,000万円とし，次の
前提で計算をする。

【計算の前提】

イ�　事業承継税制の特例措置の適用がないも
のとして相続税額を計算する
4 億2,000万円－（3,000万円＋600万円× 2 ）
� ＝ 3 億7,800万円
3 億7,800万円× 1/2 ＝ 1 億8,900万円
1 億8,900万円×40％－1,700万円
� ＝5,860万円
5,860万円× 2 ＝ 1 億1,720万円

　子Bの相続税額は， 1 億1,720万円× 1 億
7,000万円/ 4 億2,000万円＝4,743万円となる。
ロ�　子Bが特例の対象となる株式等のみを取

得したものとして計算する
（ 2 億5,000万円＋ 1 億5,000万円）－（3,000万
円＋600万円× 2 ）＝ 3 億5,800万円
3 億5,800万円× 1/2 ＝ 1 億7,900万円
1 億7,900万円×40％－1,700万円＝5,460万円
5,460万円× 2 ＝ 1 億920万円

総額 子A 子B（後継者）

相続財産

特例の対象と
なる株式等 1 億5,000万円 1 億5,000万円

他の財産 3 億 2 億5,000万円 5,000万円

遺産総額 4 億5,000万円 2 億5,000万円 2 億円

債務 △3,000万円 △3,000万円

課税価格 4 億2,000万円 2 億5,000万円 1 億7,000万円

　子Bの相続税額は，1 億920万円× 1 億5,000
万円/ 4 億円＝4,095万円
ハ�　子Bの相続税の猶予税額は4,095万円，納

税額が648万円（4,743万円－4,095万円）と
なる。

③�相続税の期限内申告書の提出及び担保の提
供

　相続税の納税猶予の適用を受けるために
は，相続税の申告書に非上場株式等の全部又
は一部につき適用を受けようとする旨の記載
をし，一定の書類を添付して申告期限内に提
出をしなければならない（措法70の 7 の 6 ①
⑥，措規23の12の 3 ⑯）。
　また，相続税の申告期限までに猶予税額の
相当額の担保を提供する必要がある（措法70
の 7 の 6 ①）。贈与税の納税猶予と同様に，
納税猶予の適用を受ける非上場株式等の全部
を担保に提供した場合には，みなす充足規定
の適用を受けることができる（措法70の 7 の
6 ④）。

Ⅳ �事業承継税制の特例措置の 
事例及び対応策

　事業承継税制の特例措置を概観してきた
が，事業承継税制の特例措置に関するデータ
を参考に，その対応について考えていく。
　中小企業庁の令和 3 年度のアンケート（ 5 ）

によると，事業承継税制の特例措置を検討し
ているという回答の中，その適用・検討にあ
たってネックとなっている事項について，「特
例措置は時限措置である一方、新型コロナウ
イルス感染症の影響によって先行きが不透明
で、事業承継についての計画を立てられる状
況にないこと」が19.7％となっている（図表
3 ）。一方で，同アンケートで新型コロナウ

（ 5 ）令和 3 年度中小企業関係税制に関するアンケート調査報告書．株式会社帝国データバンク（中小企業庁委託）
https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2021FY/000139.pdf（参照　2024年 5 月 5 日）
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イルス感染症の影響による事業承継の決定状
況の変化について「事業承継の意思に変化は
ない」と99.1％が答えているところに鑑みる
と，事業承継についての計画を立てる予定で
あることは推察できる。
　事業承継税制の特例措置では，特例承継計
画の策定・確認が必要であることから，事業
者と専門家で特例承継計画を立てることが，
適用の検討の取っ掛かりになることも考えら
れるだろう。
　実際，事業承継の計画については，中小企
業庁の事業承継税制の特例措置の適用事
例（ 6 ）によると，当該事例の事業者の声とし
て，税負担の心配がなくなったことの他，計
画的な事業承継ができるようになったという

ものがある。
　しかしながら，事業承継税制の特例措置を
適用するかの検討の際には，本制度には，一
旦適用をすると長期間にわたり納税が猶予さ
れるというメリットがあるものの，上述した
ように，専門家にとっては，長期間にわたる
手続きやその手続きの管理に労力を要すると
いうデメリットもある。
　したがって，実行には，手続きの期限管理
方法，税理士が委任を受ける業務の範囲，契
約期間などを顧問先と相談をしておく必要が
ある。そして，本税制は特段複雑なため，顧
問先に理解をしてもらうことは困難であるこ
とも想定される。そのため，実行前に契約書
などで明らかにしておく方がよいと考える。

　

相続の直前において後継者は役員である必要があること

顧問税理士が消極的であること

同族で過半数の株式を保有している必要があること

同族内で筆頭株主である必要があること

会社分割等の組織再編ができなくなること

要件が複雑であること

事務手続きが煩雑であること

信託は事業承継税制が使えないこと

その他

（ｎ＝564）

特例措置は時限措置である一方，新型コロナウイルス感染症の影響によって
先行きが不透明で，事業承継についての計画を立てられる状況にないこと

0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％

19.1%

9.4%

16.3%

15.6%

8.0%

10.5%

11.2%

1.2%

19.7%

21.8%
（出典）令和 3年度中小企業関係税制に関するアンケート調査報告書

【図表 3】

〔参考文献〕
・塩野入文雄，佐伯誠，村上裕樹，尾原昴宙『改訂新版Q&A　

法人版事業承継税制の実務詳解─複雑・多様な事業承継への
実践対応に向けて』大蔵財務協会．2022年

・竹内陽一，有田賢臣，伊藤良太『「新・事業承継税制」徹底
解説』清文社．2018年

・平川忠雄，中島孝一，西野道之助，若山寿裕『「事業承継税

制の特例」完全ガイド』税務研究会出版局．2018年
・神崎忠彦，柏原智行，笠間太介『詳説　中小企業経営承継円

滑化法と新・事業承継税制』金融財政事情研究会．2009年
・松岡章夫，山岡美樹『図解　事業承継税制』大蔵財務協会．

2022年

*　　　　*　　　　*
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措置の適用後
4 4 4

における留意点と課題について
概観する。

（注�）相続による承継時期は贈与と異なり意図でき
ないので，特例措置の適用を期すのであれば贈
与を指向することになる。

以下，租税特別措置法の関係法令規定を「法」，�
「令」又は「規」と簡記し，また，本文かっこ
書と脚注では，条，項などを省略して表記して
いる。

Ⅱ 一般的な留意点

1 　基本的な視点
　法人版事業承継税制は，複雑な適用要件を
クリアして同税制を適用しても，その事案へ
の対応が完結する訳ではない。すなわち，そ
の適用期間中も，次の「 2 」に触れる免除事
由や確定事由などに注意し続けることが必要
な「継続事案」である。
　したがって，特例措置の適用期限を過ぎて
も，猶予継続中の事案は，引き続き相応の長
期（例えば，60年など）（注）にわたることにな
る。特に，特例措置を適用した贈与は（猶予
連続贈与（ 3 ）を行った場合も含む）， 1 代目経

Ⅰ はじめに

　平成30年度税制改正によって法人版事業承
継税制の特例措置が導入されてから約 6 年半
を経過したが，その適用状況は《図表 1 》の
とおりであり，既に一般措置の適用実績（ 1 ）

を大幅に上回っている点が注目される（国税
庁統計年報のデータを集計）。
《図表 1》�特例措置の適用件数・猶予税額（H30年

分からR 4年分までの累計）
区分 贈与税 相続税 計

適用件数 	 3,680件 	 2,210件 	 5,890件
猶予税額 3,032億円 3,102億円 6,134億円

　また，中小企業庁の資料（ 2 ）によると，都
道府県知事に提出された特例承継計画確認申
請件数（H30 ～ R 4 の累計）は14,540件になっ
ており，特例措置の適用を企図しているが，
まだ実行に至っていない事案が多数あること
が窺われる。そして，特例措置の適用期限の
令和 9 年12月31日まで残すところ約 3 年半で
あり，今後，その適用が加速され，円滑な経
営承継が確保されることが望まれる（注）。
　このような状況を踏まえ，本稿では，特例

特集 3特例措置の概要（ 2）
─適用後における留意点と課題
塩野入文雄◉税理士

（ 1 ）一般措置の適用実績は，平成21年度税制改正による制度創設後，令和 4 年分までの累計が，贈与税で1,067件・
861億円，相続税で1,462件・828億円，計2,529件・1,689億円になっている。

（ 2 ）経済産業省「令和 6 年度税制改正要望事項」
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要である（ 6 ）。加えて，特例措置には雇用継
続確保要件の「実質的撤廃」が講じられてお
り，一定期間経過時に当該要件を充足してい
ない場合は都道府県知事への所定の報告を行
い，知事による確認を受ける必要があるとこ
ろ（ 7 ），人手不足の昨今であることからか，
大きな問題になったような事例は聞き及んで
いない。

Ⅲ 個別的事項

1 　担保の差替え
　法人版事業承継税制は，「みなす充足」の
適用（ 8 ）を受けている事案が多いが，その後，
後継者の経営努力等によって新たな経営・事
業展開が必要となり，対象会社に係る各種組
織再編成が行われることがある。この際，看
過しがちになり易い，みなす充足を継続する
ため必要な担保の差替え手順等は《図表 2 》
のとおりである（ 9 ）。
　なお，仄聞するに，組織再編成に伴う担保
の差替えを失念していた事例があったようで
あり（10），これらの手順等を再確認し，みな
す充足の維持に注意を払う必要がある（注）。

本項における根拠条文は，贈与税の一般措置に�
より表記しているが，相続税，あるいは，特例
措置の適用においても同じ取扱いである。

（注�）その組織再編成に伴う株式の異動が確定事由
に非該当である点も点検が必要。また，一定期間
内であれば，都道府県知事に対する報告が必要

（円滑化法規則11①・②など，同規則12㊲）。

営者の相続開始に伴うみなし相続規定（ 4 ）の適
用を受けて相続税の納税猶予（ 5 ）に切り替える
か否かの検討が必要になるので，現段階から
その点に問題意識を持つ必要がある。また，
複数後継者に特例措置を適用している場合，
次の承継に向けた対応が大きな課題になる。

（注�）相続により18歳の後継者が承継した場合など，
その適用期間がかなり長期に及ぶことがあり得る。

2 　一般的事項
　特例措置の適用後に留意すべき事項は一般
措置と共通しており，①都道府県知事や税務
署長への所定の書類の提出，②免除事由（全
部・一部），③確定事由（同左）などが挙げ
られる（それぞれの項目は，既に多くの解説
書等に詳述されており，本稿では項目だけを
掲記するに留める）。
　なお，これら 3 点は，ⓐ 5 年間の「一定期
間中

4

（まで）」（注），又は，ⓑ一定期間経過後
4

に
限られる事項，及びⓒ一定期間中・期間経過
後を問わない事項によって構成されている。

（注�）贈与税は「特例経営贈与承継期間」（法70の 7
の 5 ②七），相続税は「特例経営承継期間」（法
70の 7 の 6 ②六）を指している。また，みなし
相続の納税猶予は，「特例経営相続承継期間」と
いうが，贈与税の申告期限から 5 年を経過した
後に贈与者の相続開始があった場合など，「一定
期間」がないケースがある（法70の 7 の 8 ②五）。

　また，上記①の税務署長に対する書類の提
出は所定の「継続届出書」によるが，対象会
社の状況報告などに留まることなく，「徴収
権消滅の完成猶予・更新」（旧：消滅時効の
中断）という法的効果を生じる点に注意が必

（ 3 ）法70の 7 の 5 ⑪（法70の 7 ⑮三を準用）の適用による贈与を指す。
（ 4 ）法70の 7 の 7
（ 5 ）法70の 7 の 8
（ 6 ）法70の 7 の 5 ⑦（法70の 7 ⑩を準用）
（ 7 ）中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則（以下「円滑化法規則」という）20①～③・⑭
（ 8 ）法70の 7 ⑥ほか
（ 9 ）令40の 8㉞・㉟
（10）法70の 7 ⑥ただし書
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　令40条の 8 第33項は，担保の差替えの必要
事由に，みなす充足の取扱いにより提供した

「担保の全部又は一部に変更があった場合」
（同項一号）を規定している（他に担保提供
した株券又は株式に係る株券不発行会社への
変更（同項二号）又は株券発行会社への変更

（同項三号）を規定）。
　そして，措置法通達70の 7 -30《みなす充
足に該当しないこととなる事由》は，上記の

「担保の全部又は一部に変更があった場合」
について次の（1）～（8）を例示し，さらに同
通達70の 7 -33《特定事由》は，上記《図表 2 》
の「特定事由」を次の（1）～（6）に掲げる事
由としている。
（※）	特定事由（措通70の 7 -30）：担保提供された対象株式

の発行会社に係る次のいずれかの事由
（1）	合併により消滅した場合
（2）	株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等に

なった場合
（3）組織変更した場合
（4）株式の併合又は分割があった場合
（5）	会社法第185条（株式無償割当て）に規定する株式無償

割当てをした場合
（6）	名称変更があったことその他の事由により株券の差替え

の手続が必要となった場合
（7）	担保財産の変更等が行われ対象株式の全てが担保として

提供されていないこととなった場合
（8）	担保として提供された株式等に質権の設定がされていな

いことなどの要件（規23の 9㉙）に該当しないことと
なった場合

2 　経営環境の変化に係る減免措置
　特例措置に固有の取扱いの一つに，「経営
環境の変化（悪化）に係る減免措置」があ
る（11）。すなわち，当該変化に伴って，後継
者が対象会社の猶予対象株式を売却し，ある
いは，対象会社を自主廃業した場合であって
も，猶予中税額の一部を免除扱いするなど期
限確定に伴う納税額を緩和する措置である

（贈与税に関する関係規定は《図表 3 》のと
おりである）。
　具体的には，㋑一定期間（ 5 年）の末日を
経過後，㋺対象株式の譲渡があり，㋩対象会
社が，「事業の継続が困難な事由としての一
定の事由」のいずれかに該当している場合，
㋥対象株式の売却価額などを基に贈与税等の
税額を「再計算」し，ⓐ経営承継時における
株価を基に計算された猶予税額とⓑ再計算し
た税額との差額（ⓐ−ⓑ）について免除等を
受けることができる特別な措置である。
　なお，この減免措置の適用を受けるために
は，株式の譲渡などがあった日から 2 月以内
の税務署長への免除申請が必要である（12）。
　この特別な減免措置は，令和 5 年（2023年）
11月以降に適用が始まっている（注）。そして，
特例措置の適用期限以降も，特例措置による

《図表 2》みなす充足継続に係る対応等
㋑特定事由（下記※参照）の発生
　OR　確実な発生見込み（令40の 8㉞） ＆ ㋺�担保の全部・一部解除がやむを得ないと認められる場合（同

令㉞）
特定事由発生後，遅滞なき再担保提供が確実であると見込まれるとき（同令㉞）

⬇
後継者による担保差替えの申請➡特定事由が生じた日から 1月を経過する日まで（同令㉟）

⬇
効果① 特定事由が生じた日から 2月を経過する日（注）までに再担保提供

　➡担保の解除はなかったものとみなす（同令㉞一）➡みなす充足の継続適用
効果② 特定事由が生じた日から 2月を経過する日（注）までに再担保提供がなかった場合

　➡担保変更命令に応じなかったものとみなす（同令㉞二）
　　➡猶予期限の繰上げが可能（法70の 7⑫一）

（注）税務署長がやむを得ない事情があると認める場合には，税務署長の指定日。

（11）贈与税：法70の 7 の 5 ⑫～⑲，相続税：法70の 7 の 6 ⑬～⑳，みなし相続猶予：法70の 7 の 8 ⑰
（12）法70の 7 の 5 ⑫
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猶予適用中の個々の事案がある限り，その適
用場面があり得る。
　なお，この措置に着目した納税負担回避が
想定されたため，法70条の 7 の 5 第10項（法
70条の 7 第14項を準用）に，相続税法64条の
同族会社等の行為・計算否認等規定が準用さ
れ，かつ，「免除の取消し」規定が設けられ
ているので，免除が取り消される場合がある
ことを看過してはならない。

（注�）この免除等は平成30年分以降の相続・贈与に
係る特例措置の適用事案に適用があり得るため，
相続税については令和 5 年11月以降，贈与税に
ついては令和 6 年 3 月16日以降に該当事由が生
じれば，この減免措置の適用場面があり得る。

Ⅳ みなし相続時における留意点

1 　切替え要件の充足
　贈与税の特例措置を適用している場合，そ
の贈与者（先代経営者等）が亡くなり，みな
し相続に係る相続税の納税猶予に切替えを行
う際，後継者（特例経営相続承継受贈者）は，
①代表権を有していること，②同族過半要件

（議決権数ベース）及び③同族内筆頭株主要
件（同左）の 3 要件を充足している必要があ
る（13）。贈与税の一定期間経過後は，これら
の要件を充足しなくても確定事由に該当しな
いが，贈与者の相続開始時において納税猶予
を継続するのであれば，その相続開始時にお

いて再びこの 3 要件を充足している必要があ
る。このため一定期間経過後も，これらの充
足状況に注意を払う必要がある。

2 　贈与税の課税制度による処理の違い
（1）一部・全部確定
　贈与者の相続開始前に猶予税額の一部又は
全部確定が生じている場合，贈与税の課税制
度（暦年課税・相続時精算課税）による違い
があるが，その対応株式の価額が，《図表 4 》
のとおり相続税の課税価格に加算（算入）さ
れる（無論，みなし相続に係る納税猶予の対
象にはならない）。ただし

4 4 4

，その根拠規定は，
法人版事業承継税制のみなし相続規定ではな
く，相続税法19条又は同法21条の15，21条の
16による（注）。
　なお，これらの処理が，一般措置に関する
措置法通達70の 7 の 3 - 2 に整理され，同通
達70の 7 の 7 - 3 によって特例措置に準用さ
れている（相続税の課税価格への具体的な加
算額については，措置法通達70の 7 の 7 - 1
の算式を参照）。

（注�）したがって，暦年課税制度の場合，贈与税額
の確定時期にかかわらず，その贈与の年分（時期）
が相続税の課税価格に加算しなければならない
年分（時期）に該当しなければ，相続税の課税
に影響しない。

（2）免除の場合
　相続時精算課税制度を併用して法人版事業
承継税制の適用を受け，その後，免除を受け

《図表 3》経営環境の変化（悪化）に係る減免措置の関係規定
法70条の 7の 5 令40条の 8の 5 規23条の12の 2

12項➡原因（契機）　
一号…譲渡・贈与
二号…合併消滅
三号…株式交換・株式移転
四号…解散

22項➡  事業継続が困難な一定の事由
一号…赤字基準
二号…売上高減少基準
三号…有利子負債額基準
四号…同一業種の上場株価基準
五号…特段の理由基準

23項…経常損益ゼロ未満判定
24項…営業外収益・特別利益を除いて判定

25項…�毎日の最終価格の各月の平均株価をベースに判定
26項…後継者の心身の故障等

（13）法70の 7 の 8 ②一
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たケースに関して，同課税制度の関係規定の
適用が排除されている。すなわち，法70条の
7 の 5 第10項による法70条の 7 第13項九号の
読替えによって，《図表 5 》に掲記した免除
には，相続税法の同課税制度に係る加算（算
入）規定である同法21条の14から21条の16ま
での規定の適用はない。したがって，これら
の免除税額に対応する

4 4 4 4 4 4 4 4 4

株式価額に関する相続
税の課税価格への加算処理はない（措置法通
達70の 7 -37の 4 及 び 同 通 達70の 7 の 5 -23

（70の 7 の 7 - 1 を準用）に具体的な取扱いが
整理されている）（14）。

3 　相続時精算課税基礎控除との関係
　金額的には少額な問題であるが，制度のあ
り方に関連する事柄として触れておきたい。
　具体的には，令和 6 年分の贈与税から適用
されている相続時精算課税制度に係る基礎控

除（以下「精算課税基礎控除」という）に関
するみなし相続時における留意点である。
　同課税制度を選択適用し，その贈与者の相
続開始時の一般の課税場面では，各年110万
円以下の贈与価額は，その相続税の課税価格
への加算（算入）は不要である（15）（16）。一方，
同課税制度を併用した法人版事業承継税制の
課税場面では，その適用年分における精算課
税基礎控除の110万円相当額を控除せずに，
相続税の課税価格に加算する。この点は，措
置法通達70の 7 の 7 - 1 の（注） 1 のなお書
に明らかにされている。また，令和 6 年 3 月
21日付「資産課税課情報第 2 号」46頁は，そ
の理由を法人版事業承継税制におけるみなし
相続課税の根拠規定は相続税法本法ではな
く，法70条の 7 の 7 の規定によるから，精算
課税基礎控除相当額の110万円を加算する（控
除しない）と説明している。無論，この法令

《図表 4》適用した課税方式による相続税の課税価格への加算（算入）処理の違い

贈
与
税
の
納
税
猶
予
適
用
時

暦年課税制度の
適用によった場合

＆	　贈与者の相続開始前 7年以内の贈
与（贈与後 7年以内に贈与者の相続
開始があった場合）（注1）

＆　一部又は全部確定

その対応部分につき相続税法19条に基づ
き贈与時における対象株式の価額により相
続税の課税価格に算入（みなし相続に係る
納税猶予適用不可）（注2）

相続時精算課税制度の
併用によった場合

＆	　一部又は全部確定（確定時期を問わ
ない）

その対応部分につき相続税法21条の15又
は同法21条の16に基づき贈与時における
対象株式の価額により相続税の課税価格に
算入（みなし相続に係る納税猶予適用不
可）（注2）（注 3）	

（注 1 ）�上表における「 7 年以内」は，贈与者の相続開始に伴う贈与加算期間（相法19）を指しており，令和 9 年分の相続開始事案か
ら従来の「 3 年以内」が順次延長され， 7 年以内になるのは令和13年分以降の相続開始事案からである。

（注 2 ）その後継者が相続財産（みなし相続財産を含む）を取得しているケースに限る。
（注 3 ）その後継者による相続財産取得の有無を問わない。

《図表 5》相続時精算課税に係る加算規定の適用が排除される免除
法70条の 7

15項 一号：贈与者の相続開始前における後継者の相続開始，二号：贈与者の相続開始，三号：猶予連続贈与
※	二号及び三号については，法70条の 7の 3によるみなし相続の適用がある。

16項 一定期間経過後における民事再生等関連

21項 猶予税額の再計算の特例の適用（一定期間経過後の再評定に基づく猶予税額の再計算）

法70条の 7の 5

12項～ 14項 経営環境の変化に係る減免措置（前記Ⅲ 2参照）

（14）相続税の課税価格への具体的な加算額については，措置法通達70の 7 の 7 - 1 の算式を参照。
（15）相続税法21の15①，同法21の16③二
（16）その年に 2 以上の特定贈与者からの贈与があった場合，所定の按分計算が必要（相令 5 の 2 ）。
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の解釈・適用は，その限りでは当然である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。
もとより，同条に基づくみなし課税の対象に
なるのは，相続開始直前の猶予中贈与税額に
対応する贈与時の株式価額になっており，そ
の価額から精算課税基礎控除の額を控除する
規定になっていないからである。
　しかしながら，法人版事業承継税制の適用
に際し，相続時精算課税制度を併用したが故
にみなし相続時の課税処理において，精算課
税基礎控除110万円以下の価額の加算不要を
排除する必要性は乏しいと考えられる。何故
なら，課税価額の処理方法と猶予適用の問題
とは別次元の性格のものと考えるからであ
る。また，令和 5 年度税制改正における相続
税と贈与税の一体的課税制度の構築という趣
旨を踏まえると，法人版事業承継税制の適用
場面であるが故に精算課税基礎控除相当額の
加算の要否を区々にする必要性は乏しいと思
われる（平成29年分までは，相続時精算課税
制度の併用を排除していたことが影響してい
るようにも思われる）。
　また，この問題は，贈与税の暦年課税制度
によって法人版事業承継税制を適用した場
合，その贈与が相続開始前 4 年超～ 7 年以
内であったときの100万円の加算不要（17）の問
題とも関連してくる。もっとも，相続開始前
4 年超の加算期間になるのは令和 9 年（2027
年） 1 月以降の相続開始事案になるためか，
上記情報などでは触れられていない。

4 　外国子会社等の縮減計算（再計算）
　対象会社等（対象会社及び特別関係会社）
が，外国子会社株式，上場株式又は医療法人
の出資を有している一定のケースについて，

「猶予税額の縮減計算」が必要である（18）。そ

して，注意すべき点として，贈与者に相続開
始があった場合におけるみなし相続に係る猶
予税額の計算に当たって，その相続開始時に
対象会社等が外国子会社株式などを有してい
る場合は，贈与税の縮減計算とは別に

4 4

，改め
て所定の猶予税額の縮減計算を行う必要があ
る（19）。
　この再計算の趣旨は，みなし課税の対象価
額は，贈与時における金額（猶予中贈与税額
も対応する価額）を所与のものとするが，縮
減計算は，あくまでも，相続開始時における
外国子会社株式の保有などの状況を基礎とし
て改めて再計算を行うことを通じ，相続税の
納税猶予における縮減計算とのバランスを考
慮した措置と思われる。もっとも，外国子会
社は国内雇用とは関係がないと捉えられた措
置であり，雇用環境の変化に対応した見直し
が望まれる。

（注�）具体的な縮減計算の方法に関する根拠規定は，
規23条の12の 5 第 6 項が準用している規23条の
12第 3 項による（措置法通達70の 7 の 8 - 5 （同
70の 7 の 4 - 6 ）参照）。

5 　再贈与等による対応等
　 1 代目から 2 代目の経営承継を行ったタイ
ミングにもよるが，特例措置を適用し一定期
間（ 5 年）を経過している事案について，贈
与税事案は「猶予連続贈与」，相続税事案は「贈
与」を行って特例措置を適用することが可能
である。この対応には，《図表 6 》のような
パターンがあり得るところ， 3 代目などに対
する承継が特例措置の適用期限を過ぎてしま
うと， 1 代目経営者のみなし相続について特
例措置を適用できなくなる点に注意が必要で
ある。

（17）相続税法19①かっこ書
（18）法70の 7 の 5 ②八イ，令40の 8 の 5 ⑮（令40の 8 ⑫～⑮を準用）
（19）法70の 7 の 8 ②四，規23の12の 5 ⑥（規23の12③を準用）
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Ⅴ むすび

　特例措置の適用状況の全体感は，いわば「離
陸状態」から「水平飛行」に移行しているよ
うであり，今後は，猶予適用中に生じてくる
多種・多様な問題に的確に対処していく必要
が高まってこよう。一方，会社経営に係る経
営（事業）承継は何も法人版事業承継税制を
適用した株式の移転に限られず，計画的な
110万円以下の贈与やいわゆる「株価対策」
などによる対応があり，また，最近ではM＆
Aによる対応も活発に行われている。

　いずれにせよ，特例措置を適用中の事案に
ついても，令和10年度税制改正に向けた法人
版事業承継税制に関する動向を注視しつつ，
次の承継に向けた問題意識を持ち続ける必要
がある（注）。

（注�）ちなみに，日本商工会議所「事業承継に関す
る実態アンケート　調査結果」（R 6 . 3 .22公表：
回答4,062件/16,180件）は，特例措置について利
用するメリットがあると言われる自社株式評価
額が 1 億円超の企業のうち，「約半数が『税制は
知っているが、検討していない』『税制を知らな
い』と回答しており、顧問税理士や支援機関等
を通じた一層の制度周知や理解促進、活用に向
けたアプローチが必要。」などと触れている（同
資料⑲頁の一部を抜粋）。

《図表 6》令和10年以降における 1代目経営者の相続開始に関する適用パターン（例）
ケース ～H29.12.31 H30.1.1 ～　　＜特例措置適用＞　　～R9.12.31 R10.1.1 ～ 結果

ⓐ基本型 　　①　　　　　② 　　❶ 〇

ⓑ猶予連続贈与 　　①　　　　　②　　　　　　　　　③ 　　　❶ 〇

ⓒ猶予連続贈与 　　①　　　　　② 　　　③　　　　❶ ×

ⓓ旧措置適用事案 ⑴　　　　　⑵ 　　　　　　　　　③ 　　　❶ 〇

ⓔ旧措置適用事案 ⑴　　　　　⑵ 　　　　　　　　　③ 　　④　　　　❶ ×

（注 1 ）�「①→②」などの表示は， 1 代目経営者から 2 代目経営者への贈与による承継を示し，❶の表示は， 1 代目経営者の相続
開始を示している。

（注 2 ）�「結果」欄の○及び×は， 1 代目経営者の相続開始に際して，そのみなし相続に係る相続税の納税猶予に関する特例措置
の適用の可否を表記している。

（注 3 ）「結果」欄の判定理由などは，次のとおり。
ケースⓐ：特例期間中に行われた特例措置適用の基本的なパターン。
ケースⓑ： 3 代目経営者への適用が贈与税の特例措置になっている。
ケースⓒ： 3 代目経営者への適用が贈与税の一般措置になっている。
ケースⓓ：旧措置（旧一般措置）を適用中の後継者からの承継に特例措置の適用が可能。
ケースⓔ： 3 代目経営者への適用が特例措置によっていても， 4 代目経営者への適用が贈与税の一般措置になっている。

（資料）�野村資産承継研究所編『改訂新版　Q&A　法人版事業承継税制の実務　詳解』（大蔵財務協会　令和 4 年 3 月刊）の拙稿・
問167の図表（815頁）を一部加工。
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ては，特例承継計画の提出期限まで就任を可
能とするなど，今後一定の緩和措置を講じら
れることが望まれる。

Ⅱ 資産管理会社に係る注意点

（1）資産管理会社の概要
　特例認定贈与承継会社又は特例認定承継会
社（以下「評価会社」とする。）が，政令で
定める期間（（2）参照）において資産保有型
会社又は資産運用型会社（以下「資産管理会
社」とする。）に該当する場合は，原則とし
て本特例の適用は受けられず，本特例適用中
の会社については，猶予に係る期限が確定す
る（措法70の 7 の 5 ②三～四，措法70の 7 の
6 ②三～四）。ただし，資産管理会社が事業
実態要件（図表 2 ）を満たす場合には，本特
例の適用は可能である（措令40の 8 の 5 ⑤，
措令40の 8 の 6 ⑥）。

Ⅰ �令和 6 年度税制改正，特例承継計画 
提出期限の延長に伴う注意点

　令和 6 年度税制改正によって，特例承継計
画の提出期限が令和 6 年 3 月末から令和 8 年
3 月末まで 2 年延長された。一方で同年度与
党税制改正大綱では，令和 9 年12月末までの
贈与及び相続の適用期限については今後とも
延長を行わないこととされている。そのため，
贈与等の適用期限の延長が行われず，特例承
継計画の提出期限のみが延長されたことで，
受贈者が現状において役員に就任していない
場合，一定の留意が必要となった。
　受贈者は，贈与の日まで引き続き 3 年以上
にわたり特例認定贈与承継会社の役員（取締
役，会計参与及び監査役をいう。以下同じ。）
に就任していることが本特例の適用要件と
なっている（措法70の 7 の 5 ②六ヘ）。その
ため，この要件を満たすためには，適用期限
である令和 9 年12月末の贈与である場合，遅
くとも令和 6 年12月末までに受贈者を役員に
就任させなければならないこととなる（図表
1 ）。仮に特例承継計画を提出期限の直前に
提出しても，その提出時点において受贈者が
役員に就任していない場合，本特例の要件を
満たさないこととなるため注意が必要であ
る。そのため，役員就任に係る本要件につい

特集 4法人版事業承継税制の特例措置の
適用に当たっての注意点
大畑智宏◉税理士

令和 8年 3月末日
（特例承継計画提出期限）

令和 9年12月末日
（贈与又は相続の適用期限）

贈与日

令和 6年12月末日
（役員就任期限）

贈与の日まで引き続き３年以上にわたり役員であることが要件

【図表 1】役員就任時期
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則的には，上記期間中のいずれか一日におい
て，特定資産の割合が100分の70以上となる
場合，猶予が確定することとなる。
　一方で，親族外従業員が 5 人未満の事業実

4 4 4

態要件を満たさない会社
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が，設備投資のため
に銀行借入を行い一時的に預金が増加する，
又は事業の用に供していた資産の譲渡又はそ
の資産について生じた損害に基因した保険金
を取得する事由が生じた場合，特定資産とな
る預金等の割合は一時的に上昇することとな
り，猶予に係る期限が確定する可能性がある。
これらの事業活動の一環で預金等の増加があ

（2）事業活動の一環で預金等の増加がある場
合

　資産管理会社に該当するか否かを確認する
期間（政令で定める期間）は，本特例の適用
に係る贈与又は相続開始の日の属する事業年
度の直前の事業年度の開始の日から当該評価
会社に係る特例経営承継受贈者及び特例経営
承継相続人（以下「受贈者等」とする。）の
猶予中贈与税額及び相続税額（以下「猶予税
額」とする。）の全部につき納税の猶予に係
る期限が確定する日までとなる（措令40の 8
の 5 ⑪，措令40の 8 の 6 ⑪）。そのため，原

【図表 2】資産管理会社及び事業実態要件
資産管理会社

資産保有型会社 ・・・
特定資産の合計額（帳簿価額）

≧　70％
総資産価額（帳簿価額）

資産運用型会社 ・・・
特定資産の運用収入の合計額

≧　75％
総収入金額

（注）「特定資産」とは，次に掲げる資産をいう。
①有価証券等
②現に自ら使用していない不動産
③ゴルフ会員権，レジャー会員権等
④絵画，彫刻，工芸品，貴金属等
⑤現預金，代表者・同族関係者等に対する貸付金・未収金

�

資産管理会社に該当する会社については，
⇒　事業承継税制の適用が受けられない。
⇒　猶予期限が確定する（納税猶予ストップ）。

ただし，次の要件の全てを満たす会社は，適用可

�

事業実態要件

イ�　資産管理会社が，贈与（相続開始）の日まで引き続き 3 年以上にわたり，商品の販売等（注 1 ）を行っていること。
ロ�　イの贈与（相続開始）の時において，当該資産管理会社の親族外従業員（注 2 ）の数が 5 人以上であること。
ハ�　イの贈与（相続開始）の時において，当該資産管理会社が，ロの親族外従業員が勤務している事務所，店舗，工場その他これ

らに類するものを所有し，又は賃借していること。

（注 1 ）商品販売等　商品の販売，資産の貸付け（受贈者等及び当該受贈者等と特別の関係がある者（Ⅲ．図表 3 （注 3 ）に対する貸付けを除く。））又は役務の提供で，
継続して対価を得て行われるものを指すため，第三者に対する不動産の貸付業も含まれることとなる（措規23の12の 2 ④，措規23の12の 3 ⑤）。

（注 2 ）親族外従業員　常時使用従業員（注 3 ）（措規23の12の 2 ③，措規23の12の 3 ④）のうち受贈者等及び当該経営承継受贈者等と生計を一にする親族は除くもの
とされている。そのため，受贈者等と生計を別にする常時使用従業員は，上記ロの人数に含まれることとなる。

（注 3 ）常時使用従業員とは会社の従業員であって，次のイ～ニ掲げるいずれかの者とする。
イ　厚生年金保険法第 9 条に規定する被保険者（同法第18条第 1 項の厚生労働大臣の確認があった者に限るものとし，短時間労働者を除く。）
ロ　船員保険法第 2 条第 1 項に規定する被保険者（同法第15条第 1 項に規定する厚生労働大臣の確認があった者に限る。）
ハ　健康保険法第 3 条第 1 項に規定する被保険者（同法第39条第 1 項に規定する保険者等の確認があった者に限るものとし，短時間労働者を除く。）
ニ　高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する被保険者で当該会社と 2 月を超える雇用契約を締結しているもの（イに掲げる者を除く。）

（財務省「令和元年度税制改正の解説」を一部加工。（注 1 ～ 3 ）は筆者追記）
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る場合については，令和元年度税制改正に
よって，一定の緩和措置が設けられた（措規
23の12の 2 ⑧，措規23の12の 3 ⑨）。
　上記事由により，特定資産の割合が100分
の70以上となった場合，その事由が生じた日
から同日以後 6 か月を経過する日までの期間
は，一定の届出により，判定期間から除かれ
る。すなわち， 6 か月間で特定資産の割合が
100分の70未満となれば，資産保有型会社に
は該当しない。なお，これらの事由に該当し
た場合には，継続届出書に次に掲げる事項を
記載しなければならないとされている（措規
23の12の 2 ⑲三ニ，措規23の12の 3 ⑲三ニ）。

イ　これらの事由の詳細及びその生じた年
月日

ロ　特定資産の割合を100分の70未満に減
少させた事情及びその事情の生じた年月
日又は事業年度

　また，上記の 6 か月を経過する日が報告基
準日後に到来する場合には，継続届出書には
上記の事項を記載する必要はないが，この場
合，経営承継受贈者は，その 6 か月を経過す
る日からさらに 2 か月を経過する日（同日が
継続届出書に係る届出期限前に到来する場合
には，その届出期限）までに次に掲げる事項
を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提
出する必要がある（措規23の12の 2 ⑳，措規
23の12の 3 ⑳）。

イ　受贈者等の氏名及び住所
ロ　特例対象非上場株式等に係る評価会社

の名称及び本店の所在地
ハ　特定資産の割合を100分の70未満に減

少させた事情及びその事情の生じた年月
日又は事業年度

　また，資産運用型会社についても，同様の
緩和措置が講じられている（措令40の 8 の 5
⑬，措令40の 8 の 6 ⑬）。

（3）利益の配当及び役員給与等の損金不算入
額がある場合

　資産保有型会社に該当するか否かを判定す
る算式の分母分子には，評価会社から過去 5
年以内に受贈者等及びその同族関係者が受け
た利益等の配当や支給された給与（債務の免
除による利益その他の経済的な利益を含む。）
の額のうち，役員給与の損金不算入（法法
34）又は過大な使用人給与の損金不算入（法
法36）の規定により各事業年度の所得の金額
の計算上損金の額に算入されないこととなる
金額を含めて計算する。なお，これら分母分
子に加算される配当については，最初の対象
贈与又は相続開始の時前に受けたものは除か
れる（措法70の 7 の 5 ②三，措法70の 7 の 6
②三，措令40の 8 の 5 ⑩～⑫，措令40の 8 の
6 ⑩～⑫）。
＜資産保有型会社の判定算式＞

（特定資産の合計額＋利益の配当及び損金不算入給与等）
≧70/100

（総資産帳簿価額＋利益の配当及び損金不算入給与等）

（4）評価会社等が有する特別子会社株式等
　評価会社が特別子会社（会社並びにその代
表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の
会社（外国会社を含む。）の総株主等議決権
数の100分の50を超える議決権の数を有する
場合における当該他の会社）の株式を有する
場合，その特別子会社が資産保有型子会社又
は資産運用型子会社に該当する場合，その特
別子会社株式は（3）に係る算式の特定資産の
合計額に含めて計算する。
　一方で，評価会社の特別子会社が資産保有
型子会社に該当するか否かの判定に係る下記
算式の特別

4 4

特定資産については，その取り扱
いが異なる。特別子会社（A社）が，その特
別子会社（B社）の株式等を有する場合，そ
の特別子会社（B社）が仮に資産管理会社に
該当していたとしても，当該B社株式は特別

4 4

特定資産から除外される。すなわち，特別子
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会社（A社）が有する有価証券については，
国債等・上場株式のみが特別

4 4

特定資産に該当
することとなる（円滑化規 1 ⑰）。また，資
産運用型子会社についても同様に判定する。
＜特別子会社（A社）に係る資産保有型会社
の判定算式＞

特別
4 4

特定資産の合計額
≧70/100

資産の帳簿価額の合計額

Ⅲ �評価会社が上場株式等を有して
いる場合の納税猶予税額の計算

　評価会社又は評価会社の特別関係会社で
あって当該評価会社との間に支配関係がある
法人が，会社法第 2 条第 2 号に規定する外国
会社（当該評価会社の特別関係会社に該当す
るものに限る。）その他「政令で定める法人」
の株式等（投資信託及び投資法人に関する法

律第 2 条第14項に規定する投資口を含む。）
を有する場合には，納税猶予税額の計算上，
その外国会社等及び「政令で定める法人」の
株式等相当額を除外する（図表 3 ）（措法70
の 7 の 5 ②八，措法70の 7 の 6 ②八）。
　この「政令で定める法人」は，評価会社，
当該評価会社の代表権を有する者及び当該代
表権を有する者と特別の関係がある者が有す
る次の①（評価会社が資産管理会社に該当し
ない場合を除く。）及び②に掲げる法人の株
式等の数又は金額が，次に定める数又は金額
である場合における法人をいう（措令40の 8
の 5 ⑮，措令40の 8 の 6 ⑮）。そのため，評
価会社が，資産管理会社に該当し事業実態要
件を満たすことにより納税猶予の適用がある
場合には，発行済株式等の 3 ％以上を保有す
る上場株式等の株式相当額を納税猶予税額の
計算上除外しなければならない（図表 4 ）。

【図表 3】

番
号 評価会社等（注 1 ）が保有する株式の内容

純資産価額及び
類似業種比準価額の計算

評価会社が資産管理型
会社（注 2 ）に該当

評価会社が資産管理型
会社（注 2 ）に非該当

1 上場株式（評価会社，評価会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する
者と特別の関係がある者（注 3 ）が 3 ％未満を有する株式） 除外せず 除外せず

2 上場株式（評価会社，評価会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する
者と特別の関係がある者（注 3 ）が 3 ％以上を有する株式） 除外 除外せず

3 外国会社株式（評価会社の特別関係会社（注 4 ）に該当するものに限る） 除外 除外

4 医療法人の出資（評価会社，評価会社の代表権を有する者及び当該代表権を
有する者と特別の関係がある者が50％超を有する出資） 除外 除外

（注 1 ）評価会社等
評価会社又は評価会社の特別関係会社（注 4 ）であって当該特例認定承継会社との間に支配関係がある法人

（注 2 ）資産管理型会社（実態要件により猶予が適用となる会社を含む。）
（注 3 ）特別の関係がある者

一　当該代表権を有する者の親族
二　当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三　当該代表権を有する者の使用人
四　当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者（前 3 号に掲げる者を除く。）
五　前 3 号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六　次に掲げる会社

イ�　当該代表権を有する者（当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。）が有する会社の株式等に係る議決権の数の
合計が，当該会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該会社

ロ�　当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が，当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える
数である場合における当該他の会社

ハ�　当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が，当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を
超える数である場合における当該他の会社

（注 4 ）特別関係会社
特別の関係がある会社は，同号に規定する円滑化法認定を受けた会社，当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特
別の関係がある者（（注 3 ）のハに掲げる会社を除く。）が有する他の会社（会社法第 2 条第 2 号に規定する外国会社を含む。）の株式等に係る議決権の数の合計が，
当該他の会社に係る総株主等議決権数の100分の50を超える数である場合における当該他の会社とする。
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①上場株式等　
発行済株式又は出資の総数又は総額の

100分の 3 以上に相当する数又は金額
②医療法人の出資

出資の総額の100分の50を超える金額

Ⅳ �贈与前 3 年以内の現物出資等 
資産が70％以上の場合の不適用

　受贈者等及び受贈者等の同族関係者から現
物出資又は贈与により取得をした資産（贈与
又は相続開始前 3 年以内に取得をしたものに
限る。以下「現物出資等資産」とする。）が
ある場合，次に掲げる金額の割合が70％以上
であるときは，納税猶予の適用はされない（措
法70の 7 の 5㉔，措法70の 7 の 6㉕）。

現物出資等資産の価額（贈与等時に当該現物出資等
資産を有していない場合には，贈与等があった時に
有しているものとしたときにおける当該現物出資等

資産の価額）の合計額
評価会社の資産の価額の合計額

Ⅴ �評価会社が組織変更等をした場合 
（担保株式に変更等があった場合）

　受贈者等が納税猶予分の税額につき評価会
社の株式等の全てを担保として提供した場
合，当該株式等の価額の合計額が「当該納税
猶予分の税額」に満たないときであっても，

「当該納税猶予分の税額」に相当する担保が
提供されたものとみなされる（以下「みなす
充足」とする。）（措法70の 7 の 5 ④，措法70
の 7 の 6 ④）（「当該納税猶予分の税額」とは，
納税猶予に係る贈与税等の本税の額と当該本
税に係る納税猶予期間中の利子税の額（贈与
者又は経営承継相続人の平均余命年数（相規
12の 3 ））との合計額（措通70の 7 の 5 - 4 ，
措通70の 7 の 6 - 5 ）となるため，当該対象
非上場株式等の価額の合計額が「当該納税猶
予分の税額」に満たない場合も想定される）。
　ただし，その担保提供された株式等につき，
次に掲げる変更等（四角枠①～⑥）があった
場合，みなす充足が適用されなくなる可能性

【図表 4】納税猶予税額の計算イメージ

T 評価会社の賃借対照表
（資産の部）

A
（負債の部）

B

〔S：T社の発行済株式総数〕

上場株式等
V

（純資産の部）
N（＝A－B）

＝（N－V）÷S
納税猶予税額計算上の

T社の株価

類似業種の 1株等
当たりの利益

類似業種の 1株等
当たりの純資産

類似業種の株価　×　――――――――――　＋　―――――――――――　＋　――――――――――――　×　――

評価会社の
1株等当たりの配当

評価会社の
1株等当たりの純資産

類似業種の 1株等
当たりの配当

3
1

評価会社の
1株等当たりの利益

評価会社が外国会社から
受領した配当収入相当額を控除

評価会社が有する
外国会社等の価額相当額を控除

《類似業種比準方式》

※支配関係のある外国会社株式及び50％超を有する医療法人の出資も除外される。
　（財務省平成22年度及び平成25年度税制改正の解説を一部加工）

算定除外※
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において，当該定款の変更がその効力を
生ずる日までに一定の方法により担保の
提供が行われたときを除く。）
②担保として提供された株式等に係る評
価会社が合併により消滅，株式交換等に
より他の会社の株式交換完全子会社等に
なった，組織変更，及び株式の併合又は
分割があった場合
③担保として提供された株式等に係る評
価会社が会社法第185条に規定する株式
無償割当てをした場合
④担保として提供された株式等に係る評
価会社の名称変更があったことその他の
事由により担保として提供された株式等
に係る株券の差替えの手続が必要となっ
た場合
⑤担保財産の変更等が行われたため，当
該株式等の全てが担保として提供されて
いないこととなった場合
⑥担保として提供された株式等につい
て，措置法規則第23条の 9 第29項に掲げ
る要件（質権の設定がされていないこと，
差押えがされていないこと，その他の当
該株式等について担保の設定又は処分の
制限がされていないこと等）に該当しな
いこととなった場合

Ⅵ 親族外承継に係る注意点

（1）二代目経営者相続時の問題
　初代経営者から二代目経営者が第一種特例
贈与を受け，その後三代目経営者が確定し特
例経営贈与承継期間の末日の翌日以後に一定
の要件を満たす贈与を行う場合（図表 5 ），
二代目経営者の贈与税は免除となり，三代目
経営者は贈与税の納税猶予の適用を受けるこ
とが可能である（措法70の 7 の 5 ⑪）。一方で，

があるので注意が必要である（措令40の 8 の
5 ⑲， 措 令40の 8㉝， 措 通70の 7 の 5 -20，
措通70の 7 の 6 -20）。なお，当該変更があっ
た場合においても，みなす充足を維持するた
めには，受贈者等は税務署長等に対し一定の

4 4 4

手続きを行う必要がある
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。仮に受贈者等が手
続きを行わず，さらに税務署長等による担保
変更等の命令（通法51①）に応じないときに
は，税務署長等はその猶予の取り消し等がで
きるとされている（通法49①）。
　また，評価会社について合併（合併により
評価会社が消滅する場合に限る。），株式交換
その他の事由（（下記②から④の事由）以下「特
定事由」という。（措通70の 7 -33））が生じ
た場合，受贈者等は，遅滞なく株式交換等後
の株式等の全部を再び担保として提供する必
要がある。なお，再び担保提供されることが
確実である場合，税務署長は受贈者等の申請

（特定事由が生じた日から 1 月を経過する日
までに行う）に基づき，株式交換等前に提供
されている株式等の担保の全部又は一部の解
除ができるが，解除される株式に代わって新
たに取得する株式の全部を担保提供する場
合，担保の解除はなかったものとみなされ，
みなす充足は継続して適用される（措令40の
8 の 5 ⑲，措令40の 8㉞㉟，措通70の 7 -31）。
　なお，特定事由が生じた日から 2 月を経過
する日（税務署長においてやむを得ない事情
があると認める場合には，税務署長の指定す
る日）までに，再び株式交換等後の株式を担
保として提供しない場合は，前記変更等に係
る命令に応じなかったものとみなされる（措
令40の 8 の 5 ⑲，措令40の 8㉞二）。

①担保として提供された株式等に係る評
価会社が，当該株式等に係る株券を発行
する旨の定款の定めを廃止又は発行する
旨の定款変更をした場合（税務署長に対
し書面によりその旨の通知があった場合
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二代目経営者が，三代目経営者への贈与を行
う前に相続が発生し，さらに三代目経営者に
遺贈する旨の遺言がない場合，二代目経営者
の相続人である配偶者及び子に株式が相続さ
れる。この場合，二代目経営者に係る贈与税
は免除となるが，二代目経営者の相続人に係
る相続税については，株式等を承継する相続
人が相続開始の直前で役員（被相続人が70歳
未満で死亡した場合を除く）であり，かつ相
続の開始の日の翌日から 5 月を経過する日ま
でに代表に就任しない限り，納税猶予の適用
を受けることができない（措法70の 7 の 6 ②
七）。
　当該問題への対処法は，二代目経営者は三
代目経営者に株式を承継するための遺言を作
成することである。遺言作成後，三代目経営
者に変更がある場合には，遺言を書き直す必
要がある。また前記のとおり，二代目経営者
が70歳未満の場合を除き，三代目経営者は，
二代目経営者の相続開始直前において，役員
でなければならない（措規23の12の 3 ⑪二）。

（2）先代経営者の相続時の相続税申告
　二代目経営者（三代目経営者への贈与が行
われた場合は三代目経営者。以下（2）におい

て同じ。）は，先代経営者の相続時に，贈与
を受けた株式を遺贈により取得したとみなさ
れるため，相続税申告を行う必要がある（措
法70の 7 の 7 ，措法70の 7 の 8 ）。そのため
贈与時点において先代経営者は，その相続人
に対し二代目経営者と協力して相続税申告を
行う旨を伝えておく必要がある。

（3）特例期限の到来後の次世代への承継
　二代目経営者が特例経営贈与承継期間の末
日の翌日以後に，三代目経営者に贈与する場
合において，その贈与時期が令和 9 年12月31
日を超える場合には，特例措置（措法70の 7
の 5 ）の適用はなく一般措置（措法70の 7 ）
の猶予が適用されることとなる。その場合は，
発行済株式総数の 2 / 3 までの部分のみが猶
予の対象となる。そのため二代目から三代目
経営者への承継について猶予の対象とならな
い 2 / 3 を超える部分を承継する場合，納税
が発生する点について留意が必要である。さ
らに「贈与税の納税猶予の一般措置」の適用
を受けている者（三代目経営者）については，
その前の贈与者（初代経営者）が行った贈与
が「贈与税の納税猶予の特例措置」であった
としても，当該前の贈与者（初代経営者）の
死亡に係る相続税について適用を受けること
ができるのは「贈与者が死亡した場合の相続
税の納税猶予の一般措置」となる（措法70の
7 の 3 ②，措法70の 7 の 4 ①）。この取り扱
いは親族外に限らず，親族内承継についても
同様である。

【図表 5】親族外承継
初代経営者

親族外承継（特例措置）

配偶者 ‖‖‖ 二代目経営者（初代経営者の親族外の後継者）

親族外承継（特例措置又は一般措置）

三代目経営者（二代目経営者の親族外の後継者）
子
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続ける必要がある。その間にも会社や経営者
の状況は変化し続けるために，数多くの規定
が設けられており，税理士にとってもフォ
ローし続けることは非常に大変である。
　しかし，その一方で，最終的には猶予税額
の免除を受けることができ，その額は 1 億円
を超えることも珍しくない。その免除額を考
えると，制度が複雑であったり，手続きが煩
雑であってもある程度仕方がないだろう。

　ところで，自社株式に係る相続税の納税資
金原資は，多くの場合，会社から受け取った
役員報酬を蓄積したものであろう。相続税納
税のために多額の役員報酬を支払う必要がな
くなれば，それだけ会社経営に余裕が生まれ，
会社の成長を促したり従業員の賃上げに回す
ことができる。
　日本経済にとってもポジティブな効果を期
待できるため，できる限り活用することが望
ましいだろう。

Ⅲ �事業承継税制に 
向いている会社

（1）事業承継税制に向いている会社
　事業承継税制の一番のメリットは，将来的
に猶予された税額が免除されることである。
主な免除事由としては，①「後継者（ 2 代目）

Ⅰ はじめに

　事業承継税制は，適用を受けた後継者（ 2
代目）から，さらに次の後継者（ 3 代目）に
事業承継税制の適用を受ける贈与をする等す
れば，後継者（ 2 代目）について課されてい
た贈与税・相続税は免除される。後継者個人
が支払うべき税金が免除されるため，その効
果は非常に大きい。しかし一方で，免除を受
ける前に取消事由に該当してしまうと，猶予
されていた税額を利子税つきで納付しなけれ
ばならず，事業承継税制を受けた効果がなく
なってしまう。
　このため，多くの税理士が顧客への説明や
適用について慎重になっているのが現状であ
ろう。
　これらの現状を踏まえて，事業承継税制を
活用していくためのポイントについて検討し
ていく。

Ⅱ �事業承継税制の活用に 
向けてと今後の課題

　事業承継税制は適用を受けるにあたって数
多くの要件を充足する必要があり，適用を受
けたあとも猶予期間中は一定の要件を満たし

特集 5事業承継税制の活用に向けて
─今後の課題も含めて
北澤　淳◉税理士



ZEIKEN-2024.7（No.236） 55

法
人
版
事
業
承
継
税
制
へ
の
対
応
策

特集

がさらに次の後継者（ 3 代目）に事業承継税
制の適用を受ける贈与」をした場合や，②「後
継者（ 2 代目）に相続が発生」した場合であ
る。とはいえ，②後継者（ 2 代目）が株式の
承継をせずに相続が発生するまで保有し続け
ることは会社経営上，必ずしも望ましい状況
ではないと考えられるため，基本的には①後
継者（ 2 代目）がさらに次の後継者（ 3 代目）
に事業承継税制の適用を受ける贈与を行うこ
とを前提にプランニングしていくことが望ま
しく，②後継者（ 2 代目）の相続発生による
免除は，たまたま 2 代目が急逝した場合など
に適用するものと考えた方が良いだろう。こ
れらの免除事由を考えると，事業承継税制は，
後継者（ 2 代目）がさらに次の後継者（ 3 代
目）に承継できる見込みがある場合に適用す
ることが一番効果的であり，つまりは後継者

（ 2 代目）に子ども（ 3 代目候補）がいる家
族構成が理想的であろう。

（2）後継者がいない場合
　なお，後継者（ 2 代目）に子ども（ 3 代目
候補）がいない場合にはどうだろうか。
　その場合，事業承継税制の適用を受けたと
しても将来のM&Aで猶予対象となった株式
を売却することになるために，取消事由に該
当せずに，猶予税額＋利子税を納付すること
になるため適用しても意味がないと考えてい

る方が多いようだ。しかし，実際には将来の
M&Aで売却することを予定していたとして
も，実は事業承継税制の適用を受けた方が有
利になるケースもある。
　下記をご覧いただきたい。
前提：

①相続財産は株式のみとし，相続税額
10,000万円（株式のみであるため，猶予
税額も10,000万円）。

②役員報酬支払い前の利益3,000万円。
③会社の資本金1,000万円＝全額先代経営

者の出資により設立。
④将来のM&Aにおいては，純資産価額で

売却できるものとする。
⑤計算簡便化のため，役員報酬に係る所得

税率は50％とし，株式等に係る譲渡所得
税率は20％と，法人税率は30％とする。

a ．役員報酬2,000万円の場合
　手取りは1,000万円となる。これを10年積
み重ねると10,000万円となり，相続税相当額
の蓄積ができる。会社の利益は毎年1,000万
円（利益3,000万円△役員報酬2,000万円）と
なり，毎年700万円（利益1,000万円△法人税
率30％）の純資産の積み上げとなる。10年後
には純資産が17,000万円まで積み上がり，前
提条件により同額で売却できるため17,000万
円の譲渡収入を得られるが，譲渡所得税が
3,200万円（（17,000万円−取得費1,000万円）

表 2　納税資金相当の役員報酬を受け取らなかった場合� （単位：万円）

現在 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

利益 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

役員報酬

修正利益 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

純資産 10,000 12,100 14,200 16,300 18,400 20,500 22,600 24,700 26,800 28,900 31,000

表 1　納税資金相当の役員報酬として2,000万円を受け取ったとした場合� （単位：万円）

現在 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

利益 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

役員報酬 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

修正利益 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

純資産 10,000 10,700 11,400 12,100 12,800 13,500 14,200 14,900 15,600 16,300 17,000
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×20％）かかる。手取りとしては，17,000万
円△譲渡所得税3,200万円△相続税10,000万円
＋役員報酬手取り10年分10,000万円＝13,800
万円となる。
b．役員報酬 0 円の場合
　手取りは 0 円となるが，会社の利益は毎年
3,000万円（利益3,000万円△役員報酬 0 円）
となり，毎年2,100万円（利益3,000万円△法
人税率30％）の純資産の積み上げとなる。10
年後には純資産が31,000万円まで積み上が
り，前提条件により同額で売却できるため
31,000万円の譲渡収入を得られるが，譲渡所
得税が6,000万円（（31,000万円−取得費1,000
万円）×20％）かかる。手取りとしては，
31,000万円△譲渡所得税6,000万円△相続税
10,000万円＝15,000万円となる。結果として，
会社の純資産が増額し，その分だけM&Aに
よる売却代金が高くなる。M&Aに係る税率
は20.315％で済むため，総合課税よりも少な
い税負担で済み，手取り金額も増えるのであ
る。
　事業承継税制の適用を受ける会社は業績好
調な会社が多く，M＆Aの場面においても買
い手候補は比較的見つけやすいものと思われ
るため， 3 代目も後継者候補が親族内や社内
にいないとしても，事業承継税制を検討して
も良いだろう。

（3）暦年課税と精算課税
　ところで，特例措置は10年限定の措置であ
るため，確実に期間内に適用を受けるために
は，いつ発生するかわからない相続税の納税
猶予を適用するのではなく，贈与で行うこと
が前提となる。贈与税は暦年課税制度と相続
時精算課税制度があるが，どちらの制度を適
用すれば良いのだろうか。
　この点はもちろんケースバイケースである
が，自社株式以外にも現金等を生前贈与した
い場合には事業承継税制は暦年課税制度を適

用することによって，事業承継税制適用後の
生前贈与に関しても暦年贈与を適用すること
ができるため，相続税率と贈与税率の税率差
の分だけ後継者の納税負担が減少することが
見込まれる。
　一方で，自社株式以外には生前贈与する予
定がない場合や取消時の納税リスクを避けた
い場合には，相続時精算課税制度による贈与
が望ましいだろう。
　中には，事業承継税制を相続時精算課税制
度代わりに使うことを検討する人もいるよう
だ。
　事業承継税制（贈与）は，後継者が先代経
営者から贈与を受けた株式に係る贈与税につ
いて猶予し，贈与者の相続発生時には，相続
により取得したものとみなして相続税の課税
対象となる。その相続税の計算上用いる株式
評価額は，贈与時の価額で固定される。その
ため，事業承継税制（暦年贈与）は実質的に
相続時精算課税制度と同様の効果を得ること
ができる。事業承継税制（贈与）を相続時精
算課税制度の代わりに使うメリットとして
は，特別控除額2,500万円を超えた部分につ
いて20％の納税をしないで済む点が挙げられ
る。逆に，デメリットとしては，相続時精算
課税制度に比べ適用を受けるための手続きが
煩雑であること，また，万が一取り消しになっ
たときに納税するリスクを抱えている点が挙
げられる。

（4）特例措置だけの効果
　特例措置の活用にあたっては「特例措置の
みで認められている点」には注意しなければ
ならない。具体的には，対象株式数の上限と
複数人後継者だ。
　対象株式数の上限は，一般措置においては
発行済み株式総数の 3 分の 2 に達する部分ま
でであるが，特例措置においては 3 分の 3 ，
つまりは全株式が対象となる。では， 3 分の
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3 ，すべてを贈与するとどうなるだろうか。
適用を受けた時点においては全額が猶予の対
象となる。しかし，将来， 2 代目から 3 代目
に移転する際には特例措置は終了している予
定であるため，一般措置により移転すること
になる。事業承継税制の免除事由は「後継者

（ 2 代目）がさらに次の後継者（ 3 代目）に
事業承継税制の適用を受ける贈与」であるた
め， 3 分の 2 だけが免除対象になり，残りの
3 分の 1 は贈与しても免除事由に該当しな
い。むしろ，納税事由に該当するため，贈与
してしまったら 2 代目は猶予された税額を支
払わなければならない。そのため，引き続き
2 代目が保有し続けることになってしまう。
なお，株式を保有し続けたまま 2 代目に相続
が発生すれば，その残りの 3 分の 1 相当の税
額も免除の対象となる。
　いずれは免除の対象となるので 2 代目が保
有し続けるというのも一案だとは思うが，会
社経営上望ましいとは言いきれない。そのた
め，最初から 3 分の 1 相当は信頼できる第三
者に保有してもらうというのも一つのアイ
ディアになるだろう。
　複数人後継者についても同様の問題が発生
する。特例措置においては後継者は最大 3 人
まで認められているが，一般措置においては
1 人に限定する必要がある。そのため兄弟で
特例措置を適用（後継者 2 人）したとしても，
将来兄の子が事業承継税制の適用を受けるの
であれば，弟の子は事業承継税制の適用を受
けることができず，弟は免除を受けるために
は兄の子へ贈与する必要がある。こういった
出口戦略までしっかりと描いたうえで適用を
受ける必要があるだろう。

（5）遺留分への配慮
　贈与を検討するにあたっては，税法のみな
らず，民法，つまりは遺留分まで気にする必
要がある。相続法の改正により，相続発生前

10年以内の贈与のみが遺留分算定の基礎財産
とされることとなったが，この規定上，贈与
が遺留分を侵害することを知って行われたも
のである場合には，相続発生前10年超の時点
において行われたものであっても遺留分算定
上の基礎財産に含めることとされている。そ
のため，贈与時に遺留分侵害リスクまで含め
て検討すべきであり，状況によっては「遺留
分に関する民法の特例」まで適用すべきであ
る。

Ⅳ 今後の課題

（1）では，いま（特例措置の期間内に）事業
承継税制の適用を受けて良いのだろうか。ご
承知のとおり，事業承継税制自体は幾重にも
税制改正が行われており，適用を受けるタイ
ミングが難しい。特例措置の創設時にも，一
般措置からの切り替えが認められず，すでに
適用を受けていた方から不満の声があがって
いた。もう少し待てばもっと良くなると思う
方もいるだろうが，結論としては，特例措置
の適用を受けて良いと考える。なぜならば，
特例措置は基本的に100％猶予の措置となっ
ており，これ以上の効果を期待するのであれ
ば，基本的には「次世代に継承した際に免除」
とするのではなく，農地の納税猶予制度同様
に「一定期間経過した際に免除」にするしか
ない。しかし，このような免除制度について
は税務当局や政治家の理解を得るのが難しく
実現困難であるだろう。唯一，効果面でも拡
充の可能性があるのは，猶予税額の計算上，
海外子会社の価額相当額が除外されてしまう
点であろう。事業承継税制はそもそも，国内
の雇用維持を条件に株式等に係る贈与税・相
続税の猶予がされるものであったため，海外
子会社の価額分は猶予税額の計算上除外され
ていた。しかし，特例措置においてはその雇
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用要件が大幅に見直されており，また，企業
の成長を阻害する要因ともなり得ることから
見直されるべきであろう。
　とはいえ，免除のハードルの高さが事業承
継税制の適用ネックになっていることは間違
いない。現在の制度では， 2 代目が 3 代目に
事業承継税制の適用を受ける贈与をしたタイ
ミングで免除となる。つまりは， 3 代続けて
会社経営を行う必要があり，税金のために孫
世代の人生を縛るものである。このような制
度設計では会社を継がない要因となってしま
い，地域を支える中小企業の減少，強いては
日本経済の衰退に繋がるものであり，免除事
由を見直すことを強く期待する。

（2）長期にわたる申請及び届出
　事業承継税制は，特例承継計画の作成・提
出から始まり，認定申請，税務申告まで行っ
て初めて適用を受けられる。適用を受けたあ
とは， 5 年間毎年都道府県庁に年次報告書を
提出し，税務署にも継続届出書を提出しなけ
ればならず， 6 年目以降も 3 年に 1 回，継続
届出書を提出する必要がある。さらに，贈与
者が亡くなった場合には切替確認書を提出し
なければならないなど，手続き面がかなり面
倒である。通常の会社の決算書・申告書にお
いて，事業の継続の実態や代表者であること，
株主構成など確認できるので，特に 6 年目以
降の手続きの簡略化を強く期待する。

Ⅴ おわりに

　以上のように，事業承継税制の活用にあ
たっては，適用を受ける時点だけにフォーカ
スするのではなく，将来的な出口まで見据え
て適用することが大切である。また，自社株
式だけを意識して適用するのではなく，自社
株式以外の財産をいつ・だれに分けるのかと

いった視点からも検討する必要がある。そう
いった観点から，事業承継税制の適用にあ
たっては多くの検討事項が存在するゆえの時
間と手間がかかり，その分報酬を高く頂戴す
るケースが多いようで 1 件あたり100万円を
超えるケースも珍しくない。納税者それぞれ
で考え方が異なるので一概には言えないが，
猶予税額が1,000万円を超えるのであれば費
用負担額以上のメリットが得られる可能性が
高いので，適用を検討する余地があるものと
思われる。
　また，取消事由については繰り返し経営者
に説明し，理解してもらうことが望ましいと
考える。経営者にとっては会社経営が一番の
重要事項であり，事業承継税制の取消事由に
該当してしまうことをつい忘れてしまうケー
スもある。私の関与先では，グループ内複数
社において事業承継税制の適用を受けてお
り，資産保有型会社（特定資産等が総資産の
70％以上である会社）に該当するかどうかギ
リギリの会社があった。そのため，リスク回
避のために事業実態要件を満たしてもらい従
業員数が常時 5 人以上いる状態で経営するよ
うに指導していた。ところが，社長は当該要
件を完全に失念し，グループ内での人事異動
を行って従業員数が 4 人以下になってしまっ
たケースがある。結果的に，そのときの会社
の特定資産割合はかろうじて70％未満であっ
たために取消事由に該当しなかったが，預貯
金の金額次第では70％を超えていたような可
能性もある。取消事由について案内していれ
ば説明責任を果たしているのかもしれない
が，予定していなかった納税が発生してしま
うことは気持ちが良いものではない。説明は
一度のみならず，毎年説明することが望まし
いと考える。

　最後に，事業承継税制の適用を受ける会社
は業績好調な会社が多い。そのような会社は



ZEIKEN-2024.7（No.236） 59

法
人
版
事
業
承
継
税
制
へ
の
対
応
策

特集

いケースや，資産運用型会社に該当してしま
うケースが考えられる。そうならないように
するために親会社は事業持株会社であること
が望ましい。

　以上のように，事業承継税制は要件を理解
しているだけでは十分とは言えず，その先の
活用方法や注意点までもがいくつもある。こ
れらをしっかりと理解したうえで適用するこ
とが望ましいだろう。

グループ会社をいくつか保有しているケース
がある。そういった場合に，それぞれの会社
で事業承継税制の適用を受けようとすると，
手続きが煩雑であるため，事務負担が大きく
なってしまう。そういった事態にならないよ
うにするために，あらかじめ資本関係の整理
を行って親会社のみで事業承継税制の適用を
受けるようにすると良いだろう。ただし，そ
の際に親会社を純粋持株会社にしてしまうと

「従業員数 1 人以上」という要件を満たせな


